
  

  

【表紙】   

【提出書類】 有価証券報告書 

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成18年10月30日 

【事業年度】 第７期(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

【会社名】 株式会社フラクタリスト 

【英訳名】 Fractalist inc. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  田 中 祐 介 

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号 

【電話番号】 050(5524)4150(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長  橋 爪 小太郎 

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号 

【電話番号】 050(5524)4150(代表) 

【事務連絡者氏名】 取締役経営管理部長  橋 爪 小太郎 

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所 

  (名古屋市中区栄三丁目３番17号) 



第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 

決算年月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 

売上高 (千円) 122,288 101,089 168,721 425,019 888,268 

経常利益 (千円) 204 246 10,445 26,779 129,521 

当期純利益 (千円) 22 66 177 15,750 67,568 

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― 64,681 

資本金 (千円) 10,000 31,500 53,500 202,350 215,375 

発行済株式総数 (株) 200 630 1,070 7,686 8,921 

純資産額 (千円) 10,234 31,800 53,978 362,879 444,247 

総資産額 (千円) 42,195 53,284 181,140 536,065 773,280 

１株当たり純資産額 (円) 51,170.32 50,477.34 50,447.30 47,213.00 49,797.97 

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 
― 
(―)

―
(―)

―
(―)

― 
(―)

―
(―)

１株当たり当期純利益 (円) 112.69 197.81 250.90 2,680.94 8,215.02 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ― 

自己資本比率 (％) 24.3 59.7 29.8 67.7 57.5 

自己資本利益率 (％) 0.2 0.3 0.4 7.6 16.7 

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― ― ― 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △9,028 △4,810 △25,635 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △78,081 △76,014 △215,204 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― 111,827 292,876 88,154 

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― ― 34,780 261,387 108,702 

従業員数 
〔他、平均臨時 
雇用者数〕 

(名) 
4 
〔5〕

5
〔3〕

10
〔3〕

28 
〔25〕

43
〔36〕



(注) １ 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。 

２ 第３期及び第４期の売上高には、消費税等は含まれており、第５期、第６期及び第７期には消費税等は含まれておりませ

ん。 

３ 第５期、第６期及び第７期の財務諸表については、証券取引法第193条の２の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受

けておりますが、第３期及び第４期については、当該監査を受けておりません。 

４ 第３期から第６期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため記載し

ておりません。 

５ 第３期及び第４期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。また、

第５期、第６期及び第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権等の残高がありますが、当社

株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 

６ 株価収益率については当社株式が非上場であるため記載しておりません。 

７ 第４期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適

用指針第４号)を適用しております。 

８ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員数)の年間平均雇用人

員であります。 

９ 当社は平成16年12月１日付で普通株式１株につき５株の株式分割を行っております。 

  

  



２ 【沿革】 

  

（注） 当社は、平成18年10月11日に株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に株式を上場いたしました。 

年月 事項 

平成11年９月 有限会社グローバルプロジェクトデザインジャパンを設立 

平成12年６月 株式会社に改組し、商号を株式会社フラクタルコミュニケーションズに変更 

  本店所在地を東京都渋谷区恵比寿に設置し、モバイル事業を開始 

平成13年６月 CellStar Asia Corp.と共同で株式会社アジアジーンを設立(関連会社) 

平成13年９月 本店所在地を東京都渋谷区松濤に移転 

平成15年２月 本店所在地を東京都渋谷区桜丘町に移転 

平成15年６月 株式会社フラクタルコミュニケーションズを株式会社フラクタリストに商号変更 

平成15年７月 株式会社アジアジーンを子会社化 

平成16年３月 本店所在地を東京都渋谷区恵比寿南に移転 

平成16年７月 ネットワーク機器連携用ソフトウェア開発キット「NAT Traversal SDK」の販売開始 

平成16年８月 携帯電話向けサイト構築パッケージソフトウェア「MobileMaster(モバイルマスター)」を発表 

  株式会社ニューロンを子会社化 

平成17年６月 子会社であった株式会社アジアジーンを会社清算 

平成17年７月 当社を存続会社として100％子会社の株式会社ニューロンと合併 

  ネットワーク機器連携ソリューション「NomadicNode(ノーマディックノード)」を発表 

  MEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITEDを関連会社化 

平成17年９月 MEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITEDが美拓技朮(北京)有限公司を設立 

平成17年10月 美拓技朮(北京)有限公司が飛拓无限信息技朮(北京)有限公司と事業運営に関する独占的サービス

提供契約を締結 

平成17年12月 本店所在地を東京都渋谷区恵比寿に移転 



３ 【事業の内容】 

当社は、“いつでも” “どこでも” “簡単に” 誰もがインターネットを利用できる社会を実現することを目的と

して、ソフトウェア開発及びインターネットに関連するネットワーク技術を活用した事業展開を行っており、モバイ

ル事業とNomadicNode(ノーマディックノード)事業に大別できます。このうちモバイル事業は現在の主たる事業であ

り、NomadicNode事業は今後の成長を目指し注力している事業と位置づけられます。 

  

(1) モバイル事業 

モバイル事業は、主に以下のサービスを顧客である携帯電話向けインターネットサイト運営事業者に提供してお

ります。 

① 携帯電話を利用したインターネットサイト構築の受託開発 

② ①において構築したサイトの運営受託 

③ 「MobileMaster(モバイルマスター)」のライセンス提供 

  

①につきましては、携帯電話を利用したインターネットサイト運営事業者に対して、当社が開発した携帯電話向

けサイト構築用のソフトウェアである「MobileMaster」の各種機能(後述)を活用(ライセンス提供)しながら、具体

的には携帯電話向けの着信メロディや待ち受け画像などのコンテンツ配信システム、携帯電話上での宿泊予約シス

テム、消費者向け電子商取引(モバイルコマース)システム等のサイト構築を行うものであります。 

②につきましては①において構築したサイトのコンテンツ更新の支援やサーバ管理・運営などを継続して行って

おります。 

これらを時系列に従って図示すると、以下のとおりとなります。 

  

 

  

③につきましては、サイト構築等を自社で行う企業や当社と同様に他社からのサイト構築等を受託する企業に対

して「MobileMaster」をライセンス提供しております。 

さらに、携帯電話メーカー向けに携帯電話端末に組み込まれる時計などのアプリケーションソフトウェアの開発

業務や一般消費者への携帯電話インターネット向けコンテンツ配信も行っております。 

  



＜「MobileMaster」の主な機能＞ 

  

  

(2) NomadicNode事業 

「NomadicNode(ノーマディックノード)」は、インターネットに接続できるさまざまな情報機器(PC周辺機器やデ

ジタルカメラ、携帯情報端末、DVDレコーダーなどの情報家電、カーナビゲーションなどの車載機器等)をインター

ネット経由で連携させ、遠隔操作を行ったり、サーバを経由せずに直接通信させることを誰もが簡単に行うことを

可能とする当社が開発した技術です。 

例えば、外出先の携帯電話から自宅の情報家電を操作したり、携帯電話に搭載された無線LAN(注１)機能を利用し

て会社のIP電話(注２)に内線通話するなどといったことが可能となります。 

既存技術によっても簡易な遠隔操作や直接通信を行うことは可能ですが、遠隔操作できる機能等が制限された

り、サーバに負荷をかけてしまうなどの難点があります。「NomadicNode」は、情報機器をあたかも直接操作するの

と同じようにインターネット経由で遠隔操作することを可能とし、あるいはサーバへの負荷をかけずに直接通信を

行うことを可能とする点で既存技術と異なります。その他の「NomadicNode」の詳しい特徴は後述いたします。 

「NomadicNode」機能では、機器の接続管理、状態管理等を行う「NomadicNode Server(ノーマディックノード・

サーバ)」と、サーバと連携して相手方機器との通信に関する制御を行うために機器に組み込む「NomadicNode 

Module(ノーマディックノード・モジュール)」により構成されます。 

これらの概要を図示すると次のとおりであります。 

  

機能名 機能の内容 

CMK 

サイト管理システムCMK(Content Manager for K-tai) 

・ ３キャリア(NTTドコモ、au、ソフトバンクモバイル)の全機種に対応したサイトが迅速に構

築可能となるほか、キャリアごとに独自設定されている絵文字も自動的に変換し表示するこ

とが可能となる。 

・ 技術的な専門知識を必要とせずに、ウェブ上の管理画面操作だけでコンテンツ更新が可能と

なる。 

・ サイトでの会員数管理機能により、コンテンツ更新や広告宣伝活動と会員数の増減との関係

などの分析が可能となる。 

eCMK 

電子商取引サイト管理システムeCMK(e-Commerce Manager for K-tai) 

・ ウェブ上の管理画面からサイトの更新作業などが実施可能となる。 

・ 販売・在庫管理、支払・決済、配送管理といったモバイルコマースに必要なシステムについ

ては、顧客企業が利用している既存の外部システムと連携させることにより情報の一元化が

可能となる。 

・ 商品別売上、顧客単価、時間帯別売上などの分析機能によって顧客動向の把握が可能とな

る。 

IDK 

画像変換システムIDK(Image Dispenser for K-tai) 

・ 各携帯電話機種の画面サイズや解像度に応じて最適な画像に変換し、配信することが可能と

なる。 

・ 画像アップロード時の変換作業を自動化するなどの機能により、大量の画像を効率的に管理

することが可能となる。 

MDK 

動画変換システムMDK(Movie Dispenser for K-tai) 

・ 各携帯電話機種の画面の大きさや解像度に応じて最適なサイズの動画に変換し、配信するこ

とが可能となる。 



  

 

  

当社のNomadicNode事業は、 

①開発キットの販売(情報機器に「NomadicNode」を組み込むためのシステム開発キットを情報機器メーカーに対

して販売(ソフトウェアライセンスの提供を含む)するもの) 

②ソフトウェア開発受託(情報機器メーカーの製品に「NomadicNode」を組み込むためのソフトウェア開発を受託

するもの) 

③ライセンス提供(情報機器メーカーが「NomadicNode」を組み込んだ製品を製造する際に「NomadicNode」のソフ

トウェアライセンスを提供するもの)から構成されます。 

  

＜「NomadicNode」機能の主な特徴＞ 

  

  

特徴 内容 

専用ルータ 

(注３)が不要 

 インターネットを経由しての情報機器の連携を図るためには、NAT(注４)越え、ファイアウォ

ール(注５)越え、異なるネットワーク体系間での接続といった課題を解決する必要があり、これ

らを解決するための既存技術では、ルータに特定の機能が内蔵されている必要があったり、ルー

タ同士の相性によっては接続が不完全な場合があります。 

 「NomadicNode」では、どのようなルータでも関係なく、また、ネットワークの専門知識を必

要とせずに、コネクタにケーブルを繋ぐだけで機器連携が可能となります。 

直接通信 

 インターネットを経由しての情報機器の連携を図る際には、遠隔地にある機器の検索や接続の

ための認証・利用権限の管理などが必要となり、一般的には中継サーバを利用して管理を行って

います。しかし、既存の技術では、文字や音声、画像等のさまざまなデータも同時に一旦中継サ

ーバを経由することになるため、サーバに負荷がかかってしまいデータ遅延や通信品質の低下と

いった問題や、通信量に伴ってサーバ増強等の投資負担が生じます。 

 「NomadicNode」では中継サーバ(「NomadicNode Server」)が機器の接続管理や状態管理のみ

を行い、文字や音声、画像等のデータはすべて端末間で直接通信がなされます。このためサーバ

負荷を減らしながら、機器連携に必要な管理が行えます。 

セキュリティ 

 「NomadicNode」では接続される情報機器のすべてに固有のID(識別番号)を設定し、

「NomadicNode Server」で一元管理を行うことによって、インターネットでの盗聴、データの改

ざん、なりすまし、第三者からの攻撃などを防止する仕組みになっています。また、データ転送

時にはさまざまな暗号化を行うことも可能となっています。 

マルチプラット

フォーム対応 

(注６) 

 「NomadicNode」は、さまざまな種類の情報機器への組み込みを対象としていることから、CPU

(注７)やOS(注８)に依存しないマルチプラットフォーム対応のプログラム構成となっておりま

す。また、プログラムデータも最小で数十KB(キロバイト)の小サイズであり、情報機器のパフォ

ーマンスに影響を与えません。 



また、現時点における「NomadicNode」機能を用いた用途としては、以下のようなものが考えられています。 

  

(注１) 無線LANとは、有線ケーブルではなく電波や光といった無線によって通信を行う比較的高速なデータ転送能力を持つ方法で

接続したネットワークのことである。 

(注２) IP電話とは、既存の電話(電話局の交換機や電話回線を通じて通話するもの)とは異なり、インターネット網を通じて通話

する方式の電話のことである。 

(注３) ルータとは、家庭内や事業所内のネットワークとインターネットとを中継する機器である。インターネットを屋外、家庭

内や事業所内のネットワークを屋内とすると玄関口のようなもののことである。 

(注４) NAT(Network Address Translation)とは、インターネット上の住所に当たるグローバルIPアドレスと、家庭内や事業所内

のネットワークで個々の端末機器を識別するためのプライベートIPアドレスとを変換するルータに備わっている機能のこ

とであり、外部からグローバルIPアドレス宛てに来た通信内容を具体的にどのプライベートIPアドレスの端末機器に割り

振るか、逆に、各端末から送信する通信内容を、グローバルIPアドレスに変換して送信する。このようにグローバルIPア

ドレスとプライベートIPアドレスとを相互に変換するため、一部のアプリケーションソフトが正常に作動しなくなるなど

の制約がある。 

(注５) ファイアウォールとは、家庭内や事業所内のネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐシステム、またはそのようなシ

ステムが組み込まれたコンピュータのことであり、外部ネットワークを通じて第三者が侵入し、データやプログラムの盗

み見・改ざん・破壊などが行われることのないように、外部との境界を流れるデータを監視し、不正なアクセスを検出・

遮断する機能を有している。 

(注６) マルチプラットフォームとは、複数のOSやCPUといったシステムなどの基礎となる技術やハードウェア、ソフトウェアに対

応していることである。 

(注７) CPU(Central Processing Unit)とは、各装置の制御やデータの計算・加工を行うコンピュータの中枢部分のことである。 

(注８) OS(Operating System)とは、コンピュータシステム全体を管理するソフトウェアのことであり「基本ソフトウェア」とも

呼ばれている。 

(注９) 公衆無線LANとは、無線LANなどのアクセスポイントを設置し、無線でのインターネット接続サービスを不特定多数の利用

者に提供していることである。 

  

用途 内容 

ルータ 

 「NomadicNode」機能を組み込んだルータにパソコンやハードディスクレコーダ、外部記憶装

置などの情報機器を接続することによって、異なるネットワーク環境にあっても機器同士での通

信が可能となります。 

 これにより例えば、外出先のネットワークから自宅のネットワークにある外部記憶装置中の必

要なファイルを操作したり、ハードディスクレコーダー内の動画データを再生することなどが可

能となります。 

監視カメラ 

 外出先の「NomadicNode」機能を組み込んだパソコンや携帯電話と、自宅などに設置した

「NomadicNode」機能を組み込んだ監視カメラとを連携させることにより、映像(録画映像のみな

らずリアルタイム映像も含む。)を見るために必要なさまざまな設定を専門知識なしに行うこと

が可能となります。 

IP電話 

 「NomadicNode」機能を組み込んだ携帯端末を用いて、自宅環境や公衆無線LAN(注９)環境を通

じて、IP電話を利用するために必要な通信上の課題を容易に解決するとともに、携帯端末間のみ

ならず一般加入電話回線網の電話との通話が可能となります。 



(3) その他の事業 

当社が出資を行っている関連会社の事業といたしましては、英領ヴァージン諸島の持株会社であるMediapro 

Technology Limitedが、100％子会社として設立した美拓技朮(北京)有限公司が中華人民共和国(中国)においてイン

ターネット関連事業の運営受託業務を行っております。 

中国におけるインターネット関連事業の具体的内容は、中国国内において携帯電話向けコンテンツの企画・開

発・配信や携帯電話のインターネット機能を利用した企業の販売促進活動の支援、中国移動通信集団公司(チャイ

ナ・モバイル)が展開する携帯電話インターネットのポータルサイト「Monternet」における広告の企画・開発・販

売などであります。 

なお、美拓技朮(北京)有限公司は、中国国内において上記の事業を行うためのライセンスを有していないため、ラ

イセンスを有する飛拓无限信息技朮(北京)有限公司との間で事業運営に関する独占的サービスを同社に対して提供

する契約を締結し、同社から受託したインターネット関連の運営業務を行う形態となっております。 

以上の当社の事業系統を図示すると以下のようになります 

  

 

  

  



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

２ 平成17年10月までは、当社の元取締役である陳昶氏を通じての影響力を勘案し、同社を当社の持分法非適用関連会社とし

ておりましたが、同社が平成17年10月に美拓技朮(北京)有限公司との間で事業運営に関する独占的サービス提供契約を締

結したことに伴い、陳昶氏を通じての当社の影響力に比して、当該契約による美拓技朮(北京)有限公司の影響力が著しく

大きい状態となりましたので、同月、当社の関連会社から外れております。なお、同月以降は美拓技朮(北京)有限公司の

関連会社となっております。 

３ MEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITEDは平成17年９月に美拓技朮(北京)有限公司を設立しております。 

  

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年７月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員数であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員数)の年間平均雇用人

員数であります。 

４ 従業員数が最近１年間において15名増加しておりますが、主として業容拡大に伴い期中採用が増加したためであります。

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

名称 住所 
資本金又は
出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の所有 
(被所有)割合 
(％) 

関係内容 

(持分法適用関連会社)       

MEDIAPRO 
TECHNOLOGY LIMITED 

英領ヴァージン 
諸島 

50千US＄ 持株会社 23.1   

(持分法非適用関連会社)       

飛拓无限信息技朮 
(北京)有限公司 

中華人民共和国 10,000千RMB モバイル事業 ― (注)２ 

美拓技朮(北京)有限公司 中華人民共和国 150,000千円
コンサルティン
グ事業 

― (注)３ 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

43 
〔36〕

29.7 1.4 5,189 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当事業年度のわが国の経済は、世界的な需給のひっ迫が続き高止まりする原油・原材料価格によ 

り引き続き物価上昇の要因となっているものの、輸出や生産は増加を続けており、企業収益が高水準で推移するも

とで、設備投資も引き続き増加しており、緩やかながらも景気は拡大基調でありました。 

 当社の事業の中心であるモバイルインターネット関連分野においては、携帯電話の電子マネー機能が鉄道事業者

で利用可能になったほか、番号を変えずに携帯電話会社を変更できる「番号ポータビリティ制度(MNP)」が今秋に始

まったこと、携帯電話機器が更なる高機能化を果たしたことから、出荷台数も3年ぶりに増加に転じると見込まれて

おります。 

このような環境の中、当社は営業及び技術人員を増員するなど営業、開発体制の強化を図るとともに、モバイル

インターネット分野における電子商取引の拡大に対応し、同サイトの構築を受託したほか、当社が提供する携帯電

話向けサイト構築パッケージソフトウェア「MobileMaster」の電子商取引対応機能等の開発に着手するとともに、

ネットワーク機器連携ソリューション「NomadicNode」の用途としてIP-Phone、ルータ、カメラ等への対応ソフトウ

ェアの開発に注力いたしました。 

これらの結果、売上高は888,268千円（前年同期比109.0%増）となりました。また、売上高の増加に伴う外注加工

費が158,060千円増加したことによって売上原価は419,552千円（前年同期比79.4％増）となり、売上総利益は

468,715千円（前年同期比145.2％増）となりました。 

販売費及び一般管理費については前事業年度末に比べて当事業年度末では営業関連人員6名、管理部門人員が3名

増加したことを含めて人件費が前事業年度に比べて73,290千円増加したほか、製品の開発に伴う研究開発費が前事

業年度に比べて18,545千円増加し、採用教育費が前事業年度に比べて17,536千円増加したことなどから330,541千円

（前年同期比87.9％増）となり、営業利益は138,173千円（前年同期比804.1％増）となりました。 

営業外損益は、営業外収益が助成金収入などで2,813千円となり、営業外費用は支払手数料が7,464千円であった

ことをはじめとして11,465千円となったことから経常利益は129,521千円（前年同期比383.7％増）となり、特別損

失として本社移転費用9,150千円を計上したことから税引前当期純利益は120,370千円（前年同期比252.5％増）とな

り、当期純利益は67,568千円（前年同期比329.0％増）となりました。 



各事業の状況は次のとおりであります。 

① モバイル事業 

モバイル事業につきましては、技術人員を前事業年度末から6名増加させ開発体制の強化に努めるとともに、自

社開発ソフトウェア「MobileMaster」を活用した携帯電話向けサイト開発案件の増加やモバイルインターネット

に対応した電子商取引サイトの開発等を受託したほか、「MobileMaster」の電子商取引対応やモバイルインター

ネットを活用した販促キャンペーンなどに対応する機能開発に着手いたしました。これにより売上高は732,575千

円（前年同期比90.8％増）となりました。 

  

② NomadicNode事業 

NomadicNode事業につきましては、営業及び開発体制の強化として3名の人員拡充を図るとともに、ネットワー

ク機器連携ソリューション「NomadicNode」の用途としてIP-Phone、ルータ、カメラ等への対応ソフトウェアの開

発に注力したほか、「NomadicNode」のソフトウェアライセンスの販売を行いました。これにより売上高は

155,692千円（前年同期比279.4％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、25,635千円の減少となりました。これは主に事業の拡大に伴って税引

前当期純利益が120,370千円計上されたものの、売上高の増加に伴う売上債権の増加額143,101千円となったこと

や、たな卸資産の増加額50,487千円があったことによります。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、215,204千円の減少となりました。これは主に本社移転に伴う敷金保証

金の差し入れによって27,258千円減少したほか、ソフトウェア開発に伴う無形固定資産の取得により181,751千円

減少したことによります。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、88,154千円の増加となりました。これは主に長期借入金の返済により

114,059千円の減少があったものの、新株予約権の行使による株式の発行によって12,213千円の増加があったほ

か、長期借入れにより190,000千円の増加があったことによります。 

  

これらの結果、当事業年度においては現金及び現金同等物は期首残高と比べて152,685千円減少し、当事業年度

末における現金及び現金同等物の残高は108,702千円となっております。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

第７期における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

第７期における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門 

第７期
自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日 前年同期比(％) 

生産高(千円) 

モバイル事業 419,552 184.9 

NomadicNode事業 ― ― 

合計 419,552 184.9 

事業部門 

第７期
自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

モバイル事業 805,640 208.5 79,499 1,235.4 

NomadicNode事業 155,692 379.4 ― ― 

合計 961,332 224.9 79,499 1,235.4 



(3) 販売実績 

第７期における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 株式会社ファッションウォーカーの第６期、Viacom International Japan株式会社の第６期の販売高及び販売割合

については10％未満であるため記載を省略しております。 

  

事業部門 

第７期
自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日 前年同期比(％) 

販売高(千円) 

モバイル事業 732,575 190.8 

NomadicNode事業 155,692 379.4 

合計 888,268 209.0 

相手先 

第６期
自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

第７期 
自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

株式会社ファッション
ウォーカー 

― ― 146,544 16.5 

Viacom  International 
Japan株式会社 

― ― 109,870 12.4 



３ 【対処すべき課題】 

当社が事業展開を行っているインターネット関連分野においては技術進歩が早く、また、その市場は拡大を続けて

おり、顧客の要望も個人、法人を問わずに絶えず変化しております。 

このような状況下において、当社は今後においてもモバイル及びネットワーク関連分野におけるソフトウェア企業

として事業展開を行っていくうえで下記事項を対処すべき課題として認識し、取り組みを進めております。 

  

(1) 開発体制の強化 

   今後の事業拡大を図るうえでは、受託開発の増加や新たな収益源となるソフトウェア開発などに対応できる開発

人員やプロジェクトマネージャの確保は大きな課題であります。 

   当社としては、この課題を解決するために、開発人員を有する企業との間で協業を含めて連携を深めていくこと

や、継続的にさまざまな方法によって採用活動を行うこと、社内での教育制度の充実を通じて人材育成を図ること

などに取り組んでいく必要があります。 

  

 (2) 技術の普及 

   当社が展開しているNomadicNode事業の事業展開については、ネットワーク上に接続する機器同士の直接相互通信

を可能とする技術である「NomadicNode」機能を広く一般に普及させることが課題であります。 

   そのためには、数多くの情報機器製品に「NomadicNode」機能が組み込まれていく必要があります。そこで、当社

としては、各種ソフトウェア企業、情報家電や通信機器メーカーなどと事業パートナーとしての緊密な連携を図る

等の方法により、当社及び「NomadicNode」の信用力や認知度の向上を図ることが不可欠であります。 

  

 (3) 内部管理体制の強化 

  事業規模の拡大に伴って間接業務が増加することに対応し、また、適時開示への対応やコーポレートガバナンス

の強化を図るためにも内部管理体制を引き続き強化していくことは重要な課題であります。 

  しかし、その一方で内部管理体制を強化することは固定費の増加に繋がり、収益を圧迫することから、より効率

的な業務フローや組織体制の見直しを適宜行いながら、内部管理体制の強化による固定費増加と事業規模拡大のバ

ランスを考慮する必要があります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載してお

ります。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資判断上、重要であると考えられる

事項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

当社は、これらのリスクの発生の可能性を認識したうえで、発生の防止及び発生した場合の対応に最大限努める方

針ですが、当社株式に関する投資判断は、本項目以外の記載内容も合わせて、慎重に検討したうえで行われる必要が

あると考えております。 

また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクをすべて網羅するものではありませんので、ご留意願いま

す。 

なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日(平成18年10月30日)現在において当社が判断したものであり

ます。 

  

(1) 現在の事業内容に関するリスクについて 

① インターネットに関連する事業の市場の成長性について 

当社はインターネットに関連する事業を主たる事業対象としているため、個人及び法人によるインターネット

利用の更なる促進が成長のための基本的な条件となります。総務省の「平成17年通信利用動向調査の結果」によ

れば、高速インターネット接続の普及によりインターネット利用者は平成17年末時点で対前年比581万人増の

8,529万人となっているものの、普及の伸び率も鈍化していることもあり、その将来性はいまだ不透明な部分があ

ります。インターネットの普及に伴う弊害の発生や利用に関する新たな規制の導入その他予期せぬ要因により、

今後インターネット利用者の増加が見られない場合や減少する場合には、当社の想定している事業計画が遂行で

きず、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

② 「NomadicNode」の普及について 

当社が提供しているネットワーク機器連携ソリューション「NomadicNode」は、平成17年７月に発表したもので

あり、これまでに類似性のある製品やサービスがないことから独自性が高いものであると認識しておりますが、

現時点においては情報機器メーカー等の研究や製品開発のために供されるにとどまっており、情報機器メーカー

から「NomadicNode」機能を搭載した製品は市販化されておりません。このため「NomadicNode」は一般消費者に

は認知されておりません。 

このため、今後インターネット関連分野における技術革新等によって、ネットワーク上での機器連携において

「NomadicNode」が必要とされない場合、他社により「NomadicNode」に代替する機能やサービスの提供が開始さ

れた場合、「NomadicNode」関連技術や製品・サービスに対するインターネット関連分野の需要が低い場合など

「NomadicNode」が普及しない場合には、当社が想定している事業計画の遂行が困難となり、当社の財政状態及び

経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、当社の「NomadicNode」機能が情報機器メーカーの製品に組み込まれるに際して、その採用の技術的検証

や組み込みのための製品開発等の期間が長期化した場合には、当社の事業計画において想定するライセンス収入

が得られず、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

③ 納品及び検収の遅延等による影響について 

当社では、顧客企業からソフトウェアやコンテンツ、システム開発等を受託する場合、合意した納期どおりに

システム等を納入することが求められます。 

しかしながら、なんらかの事情によって、当初予定よりも受託したソフトウェアやシステムの開発が遅れ、納

品の遅延が起こる場合や納品後に瑕疵が発生し検収が遅延する場合には、当初見込んでいた売上計上が遅延する



可能性があるだけでなく当社に対する信用の低下や経費の増大、違約金が発生するなどの可能性があります。 

当社においては、このようなリスクを回避するために、開発案件別の工数管理を徹底することによって、納品

における遅延発生の回避や納品物に瑕疵が生じないように努めておりますが、検収に遅延が生じた場合、また

は、納品物に瑕疵が生じた場合には当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

④ 収益性の低い案件の発生の可能性について 

当社の事業のうち、ソフトウェアやコンテンツ、システム開発については、作業開始時から検収までの費用発

生を開発案件別に管理し、売上計上時の収益性を確保できると判断したうえで受注を行っております。 

しかし、開発初期段階において顧客との間で決定された仕様に対して当社と顧客との間で認識の違いが生じる

場合があり得ます。また、新技術を伴ったソフトウェアやコンテンツ、システム開発案件の受注においては、必

要とされる機能の実現や新技術習得のために予定外の費用が発生する可能性もあります。これらのような場合に

は、仕様の認識違い又は新技術に起因する瑕疵の発生への対応によって、予定していた工数の超過などが発生

し、採算が悪化することにより、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、受注時には収益性が高いと見込まれていた開発案件であっても、外部環境の変化等の要因によって、予

定外の費用が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

⑤ プログラム不良について 

当社が顧客に対して納品したコンテンツ、ソフトウェア、システムに瑕疵が存在した場合には、顧客の事業に

おけるサービスの中断や停止及びユーザーのデータ破損等が生じる可能性があります。 

当社では、顧客への納品前に社内において品質管理を行い、また、顧客も検収に際して納品物についての品質

の確認を行ったうえで検収を行っていますが、検収時に発見されなかった瑕疵が検収後に生じた場合には、当社

は顧客から損害賠償等を請求される可能性があるほか、当社の社会的な信用が低下し、当社の財政状態及び経営

成績に影響を与える可能性があります。 

  



⑥ 情報セキュリティについて 

当社では情報管理の重要性を十分に認識し、情報に対するセキュリティの強化や情報管理体制の整備に努めて

おりますが、今後、何らかの事情により、外部からの不正手段による当社が運用するサーバ等のネットワーク内

への侵入や役職員の不適切な作業により、システム障害、機密情報や顧客情報の漏洩などが起こる可能性があ

り、当社の社会的な信用の低下や顧客や被害を被った第三者からの損害賠償等によって、当社の財政状態及び経

営成績に影響を与える可能性があります。 

また、コンピュータウイルス等の影響により、当社の事業に限らず、今後、インターネットや携帯電話等のネ

ットワークの信頼性に重大な影響を与える事態が生じた場合には、それらのネットワークを利用したサービス全

体に対する不信感によって、間接的に当社の事業が影響を受ける可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 個人情報の管理について 

当社では現時点において個人情報を取り扱う事業は一部を除いて行っておりません。しかし、モバイル事業に

おいて、顧客の保有する個人情報を含むコンテンツやソフトウェア、システムの開発の受託を受ける場合がある

ほか、今後の新規事業や新規サービスなどによって個人情報を保有、管理する可能性があります。こうした情報

は当社において守秘義務があり、個人情報の取扱については、データへのアクセス制限を定めるなどの対策を講

じております。 

しかし、外部からの不正アクセスやコンピュータウイルス、役職員の過失などによってこれらの個人情報の漏

洩・紛失が生じた場合には、当社の社会的信用の低下や損害賠償の請求などによって、当社の財政状態及び経営

成績に影響を与える可能性があります。 

  

(2) 技術革新及び競合について 

当社が事業展開を行っているインターネット関連技術や携帯情報端末をはじめとする情報家電技術は急速に進歩

しており、多くの参入企業によって新技術・新サービスが常に生み出されております。 

当社は競争力のある製品・サービスを提供し続けるために、それら新技術・新サービスに対応したソフトウェア

等の開発をしていくことが必要であります。 

当社といたしましては、常にこれらの変化に対応すべく努力をしておりますが、万一新技術への対応に遅れが生

じ、当社が提供しているソフトウェア等が陳腐化する場合や、当社が採用し対応した新技術が浸透しなかった場合

には、競合他社に対する当社の競争力が低下することにより、財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があり

ます。 

また、インターネット関連分野は参入企業の増加や既存企業の事業拡大等によって競争激化の傾向にあることか

ら、当社は競争激化に対応すべく、新たなソフトウェアや製品・サービスの開発提供、ノウハウの蓄積、人員確保

をはじめ組織力の強化に取り組んでまいる所存でありますが、将来にわたっても優位性を維持できる保証はなく、

競争激化によって当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  



(3) 事業展開に関するリスク 

① 新規事業、新規サービス・製品の立ち上げに伴うリスクについて 

当社では事業拡大を行ううえで、従来までの技術やノウハウを活かした新規事業や新規サービス・製品を提供

することが必要であると認識しております。 

このため、新規事業や新規サービス・製品への投資については、その市場性などについて十分な検証を行った

うえで投資の意思決定を行っておりますが、市場環境の変化や不測の事態により、当初予定していた投資回収を

実現できない可能性があります。また、新規事業や新規サービス・製品の立ち上げには、一時的に追加の人材採

用、研究開発又は設備投資等が発生し、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

② 海外における事業展開について 

インターネット関連分野は、日本だけでなく世界的にも拡大しております。そうした状況の中で当社では、携

帯電話向けコンテンツ開発などで培ったノウハウを利用した海外展開や、インターネットを利用した情報家電な

どの機器連携ソリューションである「NomadicNode」による海外企業との製品の共同開発や事業提携又はソフトウ

ェアや製品の海外展開を行う予定であります。 

当社は、進出先の市場動向の調査や参入形態の考慮、共同開発や事業提携先海外企業の調査を十分に行い事業

リスクの軽減を図りながら事業展開していくことを基本とする予定でおります。しかしながら、当該進出対象国

における市場規模が当社の予測を下回る可能性、当該進出対象国における法的規制の変更の可能性、取引相手と

なる海外企業との商習慣の違い、日本において培ったノウハウやソフトウェアが海外でも同じように適用できな

い場合、その他、競合企業の存在や知的財産権の取扱方法の違い又は為替変動等の要因により、事業展開及びそ

の成果が当初予測と異なる可能性も存在し、これによって当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。 

  

(4) 財政状態及び経営成績に関するリスクについて 

① 当社の歴史が浅いことについて 

当社は平成11年９月に設立され、本書提出日(平成18年10月30日)現在において、設立から約７年１ヶ月を経過

したのみであります。このため、期間業績比較を行うための十分な財務数値が得られないうえ、新たに開始した

NomadicNode事業への取組みなどにより、過年度の経営成績だけでは、今後の当社の業績の判断材料としては不十

分な面があると考えられます。とりわけ、当社が新たに開始したNomadicNode事業はインターネットを利用した機

器連携という新しい事業分野であり、将来においてこれらのネットワーク機器連携関連製品を取り巻く業界の事

業環境が大きく変化した場合、当社の事業戦略等は大きな変更を余儀なくされる可能性があり、今後の当社の財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  



② 無形固定資産のソフトウェア価値について 

当社が販売を目的として開発したソフトウェアの制作費については無形固定資産として計上しており、当事業

年度末における残高は234,430千円(ソフトウェア仮勘定を含む。)となっております。 

当社のソフトウェア制作については、事業戦略や事業計画に基づいて行っておりますが、その成果物が市場ニ

ーズに合致しない場合など、ソフトウェアの経済的価値が著しく減少する場合には、当該経済価値の減少部分に

ついて無形固定資産として計上したソフトウェアを一時の費用又は損失として処理する必要が生じ、当社の財政

状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(5) 会社組織に関するリスクについて 

① 小規模組織であることについて 

当社は本報告書提出日(平成18年10月30日)現在、取締役5名、監査役3名、従業員45名と小規模組織で事業展開

を図っております。また、内部管理体制につきましても組織の規模に応じたものとなっております。 

当社は今後、事業拡大のために人員増強及び内部管理体制の一層の充実を図る所存でありますが、人材等の拡

充が進まない場合や既存の人材が社外に流出した場合など当社の内部管理体制の拡充が進まなかった場合には、

当社の経営活動やコンプライアンスを含めたコーポレートガバナンス体制に支障が生じ、当社の財政状態及び経

営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 人材確保について 

当社が今後事業拡大を行うためには、携帯電話向けのシステム開発技術者やネットワーク機器連携に関連する

システム開発技術者、システム提供のための企画・営業担当、拡大する組織に対応するための管理担当などの各

部門において優秀な人材をいかに確保していくかが重要となります。 

しかし、同業他社との間において人材獲得競争(人材の流動化)が高まっており、当社では優秀な人材の確保に

努める所存でおりますが、事業拡大に十分な人材確保ができない場合や当社の役職員が当社から離脱した場合に

は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 特定人物への依存度について 

当社においては、創業者である代表取締役社長田中祐介が、当社設立時より経営戦略の決定をはじめ、企画開

発、資本政策、営業など、当社の事業推進において重要な役割を果たしております。 

当社では、同氏に過度に依存しない経営体制の構築を進めております。現時点において同氏が当社の経営を離

れる事由は生じておりませんが、上記の経営体制が構築される前に何らかの理由により同氏の業務遂行が困難に

なった場合、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  



(6) 法的規制等に関するリスクについて 

① 事業展開上の法的規制等について 

本報告書提出日(平成18年10月30日)現在、当社が事業展開を行ううえで直接的影響を受けるような法的規制は

ありません。しかし、インターネット関連分野においては、まだ事業分野自体の歴史が浅いことや変化のスピー

ドが速いことから、今後、インターネット関連分野における事業展開を規制する法令の適用や新法令の制定され

る可能性を完全に否定することはできず、このような法的規制がなされた場合には、当社の事業展開は制約を受

け、当社の事業戦略及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

② 知的財産権について 

近年、当社が事業を展開するインターネット関連業界においては、インターネット関連技術に対して特許を申

請する動きが急速に広まっており、商取引の仕組みそのものに特徴を有する特許(いわゆるビジネスモデル特許)

の出願も多く行われております。 

このような状況下において、当社といたしましては、主にインターネットを利用したネットワーク機器連携ソ

リューション「NomadicNode」に関連した技術の保護を図るべく研究開発活動により得られた独自技術については

特許出願を行うことにより権利化を図るとともに、第三者の知的財産権を侵害する事態を可能な限り回避すべく

努めております。 

しかし、国内及び当社が将来、事業の展開を行う可能性のある国々において成立している特許権のすべてを検

証し、さらに将来的にどのような特許権が成立するかを正確に把握することは困難であり、将来的に当社事業に

関連した特許権などの知的財産権がインターネット関連事業にどのように適用されるかについて予測するのは困

難であります。 

このため、当社事業に現在利用されている技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権を第三者が既に取得

している可能性や、将来的に当社事業における必須技術と抵触関係をなす特許権などの知的財産権が第三者に成

立する可能性又は現在すでに当社事業に関連した技術において当社が認識していない特許等が成立している可能

性を完全に否定することはできず、そのような可能性が現出した場合には、当該特許権者から権利侵害に関する

訴訟の提起がなされることにより、当社が損害賠償義務を負う可能性や当社事業の全部又は一部を継続できなく

なる可能性があります。また、特許権などの知的財産権の保有者から当社事業に関連した技術の使用継続が認め

られるとしても、当該特許等に関する対価の支払いが発生することにより、当社の業績が影響を受ける可能性が

あります。 

なお、当社は主要な技術である「NomadicNode」に関連した複数の特許を出願中であります。しかし、インター

ネット関連分野における技術革新のスピードは速いために、当該分野においても新たな技術が開発されることに

より、当社の「NomadicNode」の技術的な競争優位性が低下し、業績に対して影響を与える可能性があります。 

  



③ 訴訟等に関するリスクについて 

当社では設立以来当社の事業に関連した訴訟の提起を受けたことはなく、リスク管理体制についても整備・改

善を行っておりますが、今後の事業展開においては訴訟を受ける可能性を完全に否定することはできず、訴訟の

内容及び金額、訴訟を受けることによる当社の社会的な評価の低下などによっては当社の財政状態及び経営成績

に影響を与える可能性があります。下記はその一例であります。 

・モバイル事業において、受託開発などにおける当社の責による納期遅延やシステムの不具合、当社が提供し

たソフトウェアの重大な瑕疵などによって、顧客に損失をもたらした場合 

・NomadicNode事業において、当社の提供しているソフトウェアや製品に重大な瑕疵やサーバ停止等によるサー

ビス提供不能となったことにより顧客に損失をもたらした場合 

・個人情報管理において当社の過失により、当社が所有する顧客情報や顧客企業から受託されている個人情報

が流出した場合や、流出した個人情報が悪用された場合 

・システムにおけるセキュリティ上の脆弱性に起因した、第三者による不正な手段による侵入やなりすまし等

の犯罪行為によって、顧客や第三者に対して損失をもたらした場合 

  

(7) その他のリスク 

① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

当社は役職員に対して新株予約権の付与を行っております。当該新株予約権は、旧商法第280条ノ20及び旧商法

第280条ノ21の規定に基づき、平成16年６月16日開催の臨時株主総会、平成17年６月30日開催の臨時株主総会、平

成17年12月29日開催の臨時株主総会、平成18年３月13日開催の臨時株主総会においてそれぞれ特別決議されたも

のであります。今後、付与された新株予約権が行使された場合、１株当たりの株式価値が希薄化する可能性があ

ります。なお、本報告書提出日(平成18年10月30日)の前月末時点における新株予約権の潜在株式数は1,279株であ

り、発行済株式総数8,921株の14.3％に相当します。 

現時点における新株予約権の状況は、「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状

況」をご参照ください。 

また、当社は今後も有能な人材の獲得や役職員に対するインセンティブの一環として、ストックオプションを

役職員に付与する可能性があり、その場合には、更なる株式価値の希薄化が生じる可能性があります。 

  

② 配当を実施していないことについて 

当社は今まで、企業体質の一層の強化と将来の事業拡大のために内部留保の充実に重点を置いてきており、こ

れまで配当を実施しておりません。 

   今後は、事業展開の状況と各期の経営成績を勘案して決定することを基本方針としておりますが、当面は、安

定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置くこととしております。 

  



③ MEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITEDへの出資について 

当社は中華人民共和国(以下、「中国」という。)においてモバイルインターネット関連事業を行うために英領

ヴァージン諸島に本社があるMEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITEDへ50,424千円の出資(本報告書提出日(平成18年10月30

日)現在の議決権所有割合は23.1％であります。)をしております。 

同社は平成17年９月に100％子会社として中国国内において美拓技朮(北京)有限公司を設立しており、美拓技朮

(北京)有限公司は、中国国内においてインターネット事業を行うためのライセンスを有する飛拓无限信息技朮(北

京)有限公司との間で事業運営に関する独占的サービス提供契約を締結し、飛拓无限信息技朮(北京)有限公司を通

じて、中国国内におけるモバイルインターネット関連事業を行っております。 

このため、中国国内におけるモバイルインターネット関連事業において損失が計上された場合や、中国国内に

おける法規制等の変更などによって美拓技朮(北京)有限公司と飛拓无限信息技朮(北京)有限公司との間の契約が

解消され、あるいは飛拓无限信息技朮(北京)有限公司のライセンスが無効となる場合などのほか、中国国内や英

領ヴァージン諸島における税制の変更がなされる場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性

があります。 

  

  

  

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

当社は、ネットワーク機器連携ソリューション「NomadicNode」の事業開発を行うべくインターネットを通じた機器

連携のための制御技術などの研究や情報収集を行っております。今後もこれらの制御技術を発展させ、家電や車載機

器などについてネットワークを通じて連携させるための研究開発を推進してまいります。 

なお、当事業年度の研究開発費の総額は19,287千円であり、平成17年7月に従来までの「NAT Traversal SDK」を

発展させ、ネットワーク機器連携ソリューションの核となる「NomadicNode」を開発しております。また、

「MobileMaster」につきましては、電子商取引対応やモバイルインターネットを活用した販促キャンペーンなどに対

応する機能開発を行っております。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、本報告書提出日(平成18年10月30日)現在において当社が判断したものでありま

す。 

(1) 財政状態の分析 

① 資産 

資産の総額は773,280千円(前年同期比44.3％増)であります。 

流動資産は総資産の56.3％に相当する435,362千円(前年同期比13.7％増)となっております。 

   流動資産の主なものは、売掛金251,552千円(前年同期比131.9％増)、現金及び預金108,702千円(前年同期比

58.4％減)であります。 

固定資産は総資産の43.7％に相当する337,918千円(前年同期比120.8％増)となっており、その内訳としまして

は、有形固定資産が6,401千円（前年同期比157.7％増）、無形固定資産が253,548千円（前年同期比196.7％

増）、投資その他の資産が77,968千円（前年同期比19.8％増）となっております。 

このうち、無形固定資産の主な増加理由につきましては、「MobileMaster」や「NomadicNode」といった販売用

ソフトウェアの開発によってソフトウェアが50,133千円（前年同期比131.1％増）となったほか、開発中の販売用

ソフトウェアであるソフトウェア仮勘定が184,297千円（前年同期比388.3％増）計上されたことによります。ま

た、投資その他の資産の増加理由につきましては、本社の移転に伴って敷金保証金が15,351千円増加したことに

よります。 

  

② 負債 

負債の総額は329,032千円(前年同期比90.0％増)であり、負債純資産合計の42.5％に相当します。 

流動負債は負債純資産合計の27.8％に相当する215,170千円(前年同期比116.1％増)となっております。流動負

債の主なものは、買掛金49,440千円（前年同期比27.7％増）、一年内返済予定の長期借入金が69,812千円（前年

同期比104.7％増）であります。 

固定負債は負債純資産合計の14.7％に相当する113,862千円（前年同期比54.6％増）となっております。これは

全額が長期借入金の増加によるものであり、資金調達を目的として市中の金融機関から借り入れたものでありま

す。 

  

③ 純資産 

純資産の総額は444,247千円（前年同期比22.4％増）であり、自己資本比率は57.5％となっております。 

主な要因としましては当期純利益67,568千円（前年同期比329.0％増）の計上及び当事業年度における新株予約

権の行使に伴い1,235株の新株発行をしたことにより資本金が13,025千円増加したことによります。 



(2) 経営成績の分析 

① 概略 

「１ 業績等の概況 (1) 業績」に記載のとおりであります。 

  

② 営業損益 

当事業年度の営業損益において、売上高は888,268千円(前年同期比109.0％増)、売上原価は    419,552千

円(前年同期比79.4％増)、販売費及び一般管理費は330,541千円(前年同期比87.9％増)となり、差引138,173千円

の営業利益(前年同期比804.1％増)を計上しております。 

  

③ 営業外損益 

当事業年度の営業外損益につきましては、営業外収益を2,813千円(前年同期比85.0％減)、営業外費用を11,465

千円(前年同期比58.4％増)計上し、差引86,525千円の費用(前事業年度は11,496千円の利益)を計上しておりま

す。 

このうち、主な営業外収益は助成金収入2,805千円（前年同期比82.9％減）を計上しております。 

また、主な営業外費用としましては、上場申請等に伴う支払手数料が7,464千円（前年同期比1,604.1％増）と

なったほか、資金の借入れにより支払利息が2,402千円（前年同期比16.7％減）、新株発行に伴う新株発行費が

1,586千円（前年同期比54.3％減）発生しております。 

  

④ 特別損益 

当事業年度における特別損益につきましては、特別損失として本社移転費用9,150千円計上しております。 

  

⑤ その他 

当事業年度における法人税、住民税及び事業税は55,502千円(前年同期比12,389.4％増)を計上しております。

法人税等の計上における前年同期に比べて大幅な増加となった主な要因としましては、当事業年度において事業

の拡大による売上高の増加に伴い税引前当期純利益が増加したことに加え、前事業年度に合併により引き継いだ

繰越欠損金の解消により税負担の割合が増えたことによります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当事業年度においては、当社の販売パッケージソフト「MobileMaster」及びネットワーク機器連携ソリューション

「NomadicNode」の販売力をより強化するための開発に重点をおいた設備投資を行いました。 

当事業年度の設備投資等の総額は199,374千円であり、その主なものは、「MobileMaster」及び「NomadicNode」製

品開発のソフトウェア43,774千円並びに製品開発のソフトウェア仮勘定として146,551千円、サーバ及びパソコンその

他周辺機器等の工具器具備品1,814千円であります 

  

  

２ 【主要な設備の状況】 

平成18年７月31日現在 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、長期前払費用であります。 

２ 金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 本社事務所は賃借しております。 

４ 現在休止中の主要な設備はありません。 

５ 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。 

  

６ 従業員数は就業人員数であり、従業員数の〔外書〕は、臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの

派遣社員数)の年間平均雇用人員数であります。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容 

帳簿価額(千円) 

従業員数
(名) 

建物 
工具器具
及び備品

ソフト
ウェア 

ソフト
ウェア 
仮勘定 

その他 合計 

本社 
(東京都渋谷区) 

モバイル事業 
NomadicNode事業 
全社共通 

本社機能 3,778 2,622 50,133 184,297 235 241,067 
43
〔36〕

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容 
年間リース料
(千円) 

リース契約残高 
（千円） 

摘要 

本社 
(東京都渋谷区) 

モバイル事業 
NomadicNode事業  
全社共通 

コンピュータ
設備等 

4,349 1,679 
所有権移転外 
ファイナンス・
リース 



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

  

(注) １ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ MobileMasterにおける販促キャンペーン対応(仮)(CMK Lite)、電子商取引対応(eCMK)、動画変換対応(MDK)等、更なる機

能強化を見込んでおります。 

３ 「NomadicNode」技術をもとにして、監視カメラ、ルータ、IP-PBX、IP-Phoneに利用するために組み込むソフトウェアに

ついてそれぞれ開発を行う予定であります。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 設備の内容 
投資予定額 

資金調達方法 着手年月
完了予定 
年月 

完成後の
増加能力総額

(千円) 
既支払額
(千円) 

本社 
(東京都渋谷区) 

モバイル事業 機能強化 100,000 ― 
自己資金及び
新株発行によ
る増資資金 

平成18年
８月 

平成19年 
10月 

(注)２

NomadicNode 
事業 

ソフトウェア 
開発 

100,000 ― 
自己資金及び
新株発行によ
る増資資金 

平成18年
８月 

平成19年 
８月 

(注)３



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注)１ 当社株式は平成18年10月11日に株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場へ上場いたしました。 

   ２ 「提出日現在発行数」欄には平成18年10月１日から本報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含

まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

(平成16年６月16日臨時株主総会特別決議 平成16年６月16日取締役会決議に基づく発行) 

  

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 35,000 

計 35,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年７月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年10月30日)

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 8,921 10,721 
名古屋証券取引所
(セントレックス市場)

― 

計 8,921 10,721 ― ― 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個） 104 (注)２ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株）         520 (注)１、２、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円） 10,000 (注)１、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月17日から
平成26年６月16日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円） 

発行価格  10,000
資本組入額 10,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



(注) １ 平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を行ってお

り、その影響を調整しております。 

２ 本新株予約権は平成16年６月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年６月16日開催の取締役会において、新株予約権の数192

個、新株予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議いたしました。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 

  

  

  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

  

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



 (平成16年６月16日臨時株主総会特別決議 平成17年６月14日取締役会決議に基づく発行) 

(注) １ 平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月１日をもって１株を５株に分割する株式分割を行ってお

り、その影響を調整しております。 

２ 本新株予約権は平成16年６月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年６月16日開催の取締役会において、新株予約権の数192

個、新株予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議し、平成17年６月14日開催の取締役会において、新株予約権の

数25個、(注)１の株式分割の影響を調整した新株予約権の目的となる株式の数125株の発行を決議いたしました。この発

行により、授権された217個すべてを発行することとなりました。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 

  

  

  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個) 20 (注)２ 同左  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)       100 (注)１、２、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 10,000 (注)１、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年６月17日から
平成26年６月16日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格  10,000
資本組入額 10,000 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



(平成17年６月30日臨時株主総会特別決議 平成17年６月30日取締役会決議に基づく発行) 

(注) １ 本新株予約権は平成17年６月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年６月30日開催の取締役会において、新株予約権の数336

個、新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議いたしました。 

２ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株式移転によ

る完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種の株式の種類とする。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移転の比率

に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 

  

  

  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式交換又は

株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

  

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

  

(平成17年６月30日臨時株主総会特別決議 平成17年11月28日取締役会決議に基づく発行) 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個)   260 (注)１ 同左    

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)        260 (注)１、２、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 155,000 (注)１、４ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から
平成27年６月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 155,000
資本組入額 77,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個)   79 (注)１ 同左 



(注) １ 本新株予約権は平成17年６月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年６月30日開催の取締役会において、新株予約権の数336

個、新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議し、平成17年11月28日開催の取締役会において、新株予約権の

数79個、新株予約権の目的となる株式の数79株の発行を決議いたしました。この発行により、授権されていた415個すべ

てを発行することになりました。 

２ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株式移転によ

る完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種の株式の種類とする。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移転の比率

に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 
  

  
  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式交換又は

株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 
  

(平成17年12月29日臨時株主総会特別決議 平成17年12月29日取締役会決議に基づく発行) 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)      79 (注)１、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円)   155,000 (注)１、４ 同左  

新株予約権の行使期間 
平成19年７月１日から
平成27年６月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 155,000
資本組入額 77,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個)   191 (注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)     191 (注)１、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円)   155,000 (注)１、４ 同左  

平成19年12月30日から



(注) １ 本新株予約権は平成17年12月29日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を300個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を300株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年12月29日開催の取締役会において、新株予約権の数191

個、新株予約権の目的となる株式の数191株の発行を決議いたしました。 

２ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株式移転によ

る完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種の株式の種類とする。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移転の比率

に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 

  

  

  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式交換又は

株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

  

(平成17年12月29日臨時株主総会特別決議 平成18年５月29日取締役会決議に基づく発行) 

新株予約権の行使期間 
平成27年12月29日まで

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 155,000
資本組入額 77,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個)  109 (注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)    109 (注)１、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円)  155,000 (注)１、４ 同左   

新株予約権の行使期間 
平成19年12月30日から
平成27年12月29日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 155,000
資本組入額 77,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 



(注) １ 本新株予約権は平成17年12月29日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を300個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を300株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年５月29日開催の取締役会において、新株予約権の数109

個、新株予約権の目的となる株式の数109株の発行を決議いたしました。この発行により、授権されていた300個すべてを

発行することになりました。 

２ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株式移転によ

る完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種の株式の種類とする。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移転の比率

に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 

  

  

  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式交換又は

株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

  

(平成18年３月13日臨時株主総会特別決議 平成18年３月16日取締役会決議に基づく発行) 

(注) １ 本新株予約権は平成18年３月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的となる株式の数

の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年３月16日開催の取締役会において、新株予約権の数10個、

新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個)   10 (注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)    10 (注)１、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 155,000 (注)１、４ 同左   

新株予約権の行使期間 
平成20年３月14日から
平成28年３月13日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 155,000
資本組入額 77,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



２ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株式移転によ

る完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種の株式の種類とする。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移転の比率

に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 

  

  

  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式交換又は

株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

  

(平成18年３月13日臨時株主総会特別決議 平成18年５月29日取締役会決議に基づく発行) 

(注) １ 本新株予約権は平成18年３月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的となる株式の数

の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年５月29日開催の取締役会において、新株予約権の数10個、

新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。 

  この発行により、授権されていた20個すべてを発行することになりました。 

２ 当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、新株予約権にかかる義務を当該株式交換又は株式移転によ

る完全親会社となる会社に継承させ、本新株予約権の目的となる株式の種類は完全親会社の同種の株式の種類とする。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数の調整について 

  当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整

は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数

は切り捨てるものとする。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 

  
事業年度末現在
(平成18年７月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年９月30日) 

新株予約権の数(個)   10 (注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 (注)２ 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)     10 (注)１、３ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円)  155,000 (注)１、４ 同左   

新株予約権の行使期間 
平成20年３月14日から
平成28年３月13日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 155,000
資本組入額 77,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

代用払込みに関する事項 ― ― 



     調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、目的となる株式の数は株式交換又は株式移転の比率

に応じて調整し、調整後の１株未満の端数は切り捨てるものとする。 

４ 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額の調整について 

  新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合又は時価を下回る価額による新株の発行若しくは自己株式の処分を行う場

合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により

生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  ① 株式の分割又は併合を行う場合 

  

  

  ② 時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合 

  

  また、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、権利行使に際して払込をすべき金額は株式交換又は

株式移転の比率に応じて調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。 

５ 新株予約権の行使の条件 

  ① 権利行使について、当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを条件とする。 

  ② 新株予約権者が、本新株予約権の行使期間到来後に死亡した場合、その相続人が本新株予約権を相続すること及び新

株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認められない。 

  ③ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定めるところによる。 

６ 新株予約権の譲渡に関する事項 

  新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１

分割・併合の比率

  
調整後払込金額 

  
＝ 

  
調整前払込金額 

  
× 
既発行株式数＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額
１株当たり時価 

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 有償第三者割当 

２ 有償第三者割当 

３ 有償第三者割当 

４ 有償第三者割当 

５ 平成16年11月13日開催の取締役会決議により、平成16年12月１日現在の株主に対し、所有株式１株を５株に分割いたしま

した。 

６ 有償第三者割当 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成15年２月27日 
(注)１ 

300 500 15,000 25,000 ― ― 

平成15年７月１日 
(注)２ 

130 630 6,500 31,500 ― ― 

平成16年３月10日 
(注)３ 

100 730 5,000 36,500 ― ― 

平成16年６月17日 
(注)４ 

340 1,070 17,000 53,500 ― ― 

平成16年12月１日 
(注)５ 

4,280 5,350 ― 53,500 ― ― 

平成16年12月27日 
(注)６ 

399 5,749 29,925 83,425 29,925 29,925 

平成17年２月15日 
(注)７ 

192 5,941 14,400 97,825 14,400 44,325 

平成17年４月11日 
(注)８ 

451 6,392 34,952 132,777 34,952 79,277 

平成17年６月24日 
(注)９ 

458 6,850 35,495 168,272 35,495 114,772 

平成17年７月22日 
(注)10 

381 7,231 29,527 197,800 29,527 144,300 

平成17年７月31日 
(注)11 

455 7,686 4,550 202,350 ― 144,300 

平成17年８月１日～ 
平成18年７月31日 

(注)12 
1,235 8,921 13,025 215,375 775 145,075 

発行価格 50,000円 

資本組入額 50,000円 

割当先 ウッドランド株式会社、ほか１名 

発行価格 50,000円 

資本組入額 50,000円 

割当先 役員等７名 

発行価格 50,000円 

資本組入額 50,000円 

割当先 従業員等２名 

発行価格 50,000円 

資本組入額 50,000円 

割当先 役員等２名 

発行価格 150,000円 

資本組入額 75,000円 

割当先 三菱商事㈱ほか２名 



７ 有償第三者割当 

８ 有償第三者割当 

９ 有償第三者割当 

10 有償第三者割当 

11 平成17年７月31日の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

12 平成17年８月１日～平成18年７月31日の増加は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

13 平成18年10月10日を払込期日とする有償一般募集増資（ブックビルディング方式）により発行済株式総数が1,800株、資

本金が331,200千円、資本準備金が331,200千円増加しております。 

  (発行価格400,000円、引受価額368,000円、発行価額297,500円、資本組入額184,000円) 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年７月31日現在 

  

発行価格 150,000円   
資本組入額 75,000円   
割当先 イオックス第１号投資事業組合ほか１名 

発行価格 155,000円   
資本組入額 77,500円   
割当先 投資事業組合オリックス９号ほか１名 

発行価格 155,000円   
資本組入額 77,500円   
割当先 電通ドットコム第二号投資事業有限責任組合ほか１名 

発行価格 155,000円 

資本組入額 77,500円 

割当先 ㈱ソフトクリエイトほか役員等６名 

区分 

株式の状況 

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― ― ― 17 ― 1 26 44 ― 

所有株式数 
(株) 

― ― ― 2,813 ― 50 6,058 8,921 ― 

所有株式数 
の割合(％) 

― ― ― 31.53 ― 0.56 67.91 100 ― 



(5) 【大株主の状況】 

平成18年７月31日現在 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年７月31日現在 

  

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  

  

氏名又は名称 住所 
所有株式数
(株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

田中 祐介 東京都港区 3,474 38.94 

田中 伸夫 東京都世田谷区 500 5.60 

ウッドランド株式会社 大阪府大阪市中央区今橋1-6-19 450 5.04 

久野 和雄 大阪府大阪市住吉区 400 4.48 

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内2-3-1 333 3.73 

株式会社ソフトクリエイト 東京都渋谷区渋谷2-22-3 322 3.61 

伊藤 幸司 東京都港区 287 3.22 

投資事業組合オリックス9号 東京都港区浜松町2-4-1 258 2.89 

東京投資育成4号投資事業有限 
責任組合 

東京都渋谷区渋谷3-29-22 258 2.89 

加山 幸浩 千葉県松戸市 250 2.80 

計 ― 6,532 73.22 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式  8,921 8,921 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 8,921 ― ― 

総株主の議決権 ― 8,921 ― 



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該ストックオプション制度は、

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき付与をしており、その内容は以下のとおりであります。 

  

平成16年６月16日臨時株主総会決議に基づき、平成16年６月16日に付与 

  

平成16年６月16日臨時株主総会決議に基づき、平成17年６月14日に付与 

(注) １ 平成16年12月１日実施の１株を５株に分割する株式分割の影響を調整しております。 

２ 付与対象者の人数及び株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を放棄した

者の人数及び株式数を減じております。なお、付与対象者の区分につきましては付与時点における区分を記載しておりま

す。 

３ 本新株予約権は平成16年６月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年６月16日開催の取締役会において、新株予約権の数192

個、新株予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議し、平成17年６月14日開催の取締役会において、新株予約権の

数25個、(注)１の株式分割の影響を調整した新株予約権の目的となる株式の数125株の発行を決議いたしました。 

  

決議年月日 平成16年６月16日 

付与対象者の区分及び人数 
① 当社取締役   2名
② 当社従業員   9名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

決議年月日 平成16年６月16日 

付与対象者の区分及び人数 
① 当社取締役   1名
② 当社従業員   6名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 



平成17年６月30日臨時株主総会決議に基づき、平成17年６月30日に付与 

  

平成17年６月30日臨時株主総会決議に基づき、平成17年11月28日に付与 

(注) １ 付与対象者の人数及び株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を放棄した

者の人数及び株式数を減じております。なお、付与対象者の区分につきましては付与時点における区分を記載しておりま

す。 

２ 本新株予約権は平成17年６月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年６月30日開催の取締役会において、新株予約権の数336

個、新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議し、平成17年11月28日開催の取締役会において、新株予約権の

数79個、新株予約権の目的となる株式の数79株の発行を決議いたしました。 

  

決議年月日 平成17年６月30日 

付与対象者の区分及び人数 
① 当社取締役   1名
② 当社監査役   2名 
③ 当社従業員   9名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

決議年月日 平成17年６月30日 

付与対象者の区分及び人数 ① 当社従業員   3名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 



平成17年12月29日臨時株主総会決議に基づき、平成17年12月29日に付与 

  

平成17年12月29日臨時株主総会決議に基づき、平成18年５月29日に付与 

(注) １ 付与対象者の人数及び株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を放棄した

者の人数及び株式数を減じております。なお、付与対象者の区分につきましては付与時点における区分を記載しておりま

す。 

２ 本新株予約権は平成17年12月29日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を300個、新株予約権の目的となる株式の

数の上限を300株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年12月29日開催の取締役会において、新株予約権の数191

個、新株予約権の目的となる株式の数191株の発行を決議し、平成18年５月29日開催の取締役において、新株予約権の数

109個、新株予約権の目的となる株式の数109株の発行を決議いたしました。 

  

決議年月日 平成17年12月29日 

付与対象者の区分及び人数 ① 当社従業員   3名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

決議年月日 平成17年12月29日 

付与対象者の区分及び人数 
① 当社取締役   1名
② 当社従業員   15名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 



平成18年３月13日臨時株主総会決議に基づき、平成18年３月16日に付与 

  

平成18年３月13日臨時株主総会決議に基づき、平成18年５月29日に付与 

(注) １ 付与対象者の人数及び株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を放棄した

者の人数及び株式数を減じております。なお、付与対象者の区分につきましては付与時点における区分を記載しておりま

す。 

２ 本新株予約権は平成18年３月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的となる株式の数

の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年３月16日開催の取締役会において、新株予約権の数10個、

新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議し、平成18年５月29日開催の取締役会において、新株予約権の数10

個、新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。 

  

決議年月日 平成18年３月13日 

付与対象者の区分及び人数 ① 当社監査役   1名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 

決議年月日 平成18年３月13日 

付与対象者の区分及び人数 ① 当社従業員   3名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

代用払込みに関する事項 ― 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】  該当事項はありません。 

  

(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社の配当政策に関する基本的な考え方は、各期の経営成績を踏まえたうえで、企業体質の一層の強化と将来の事

業拡大のための内部留保の必要性を勘案して決定することを基本方針としています。 

当面は継続的な企業価値向上を通じて株主価値の最大化を図り、事業拡大のための投資に必要な内部留保の確保を

優先する所存であります。 

  

４ 【株価の推移】 

当社の株式は、非上場・非登録であるため、該当事項はありません。 

なお、当社株式は、平成18年10月11日から株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に上場されております。 

  



５ 【役員の状況】 

  

(注) １ 取締役加山幸浩氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役石井賢一氏、大澤昭人氏、中山かつお氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。

３ 所有株式数における( )内は、新株予約権による潜在株式数であり、内数であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 所有株式数
(株) 

代表取締役 社長 田 中 祐 介 昭和50年３月29日

平成８年12月

  
平成12年６月 

  
平成15年５月 

  
平成15年９月 

有限会社電脳隊設立 代表取締役

就任 
当社設立 代表取締役社長就任

(現任) 
株式会社ニューロン代表取締役就

任 
株式会社アジアジーン代表取締役

就任 

3,474

取締役 COO 伊 藤 幸 司 昭和45年10月３日

平成６年４月

平成13年３月 
  

平成16年６月 
平成16年10月 

伊藤忠商事株式会社入社

ブロードバンドゲートウェイ株式

会社取締役就任 
当社入社 
当社取締役就任(現任) 

 698
(411)

取締役 NomadicNode 
事業部長 奥 瀬 俊 哉 昭和41年２月20日

平成６年４月

平成11年12月 
平成14年９月 
平成17年８月 

  
平成17年12月 

富士通株式会社入社

株式会社ACCESS入社  
モバイルキャスト株式会社入社 
当社入社執行役員NomadicNode事

業部長就任 
当社取締役就任(現任) 

100
(100)

取締役 経営管理部長 橋 爪 小太郎 昭和55年３月16日

平成14年４月

平成16年５月 
平成17年12月 

  
平成18年６月 

伊藤忠商事株式会社入社

PE&HR株式会社入社 
当社入社執行役員経営管理部長就

任 
当社取締役就任(現任) 

90
(50)

取締役   加 山 幸 浩 昭和14年３月９日

昭和37年４月

平成10年４月 
  

平成16年４月 
  

平成17年４月 
平成17年４月 

  

三菱商事株式会社入社

株式会社イーシー・ワン代表取締

役就任 
株式会社イーシー・ワン取締役会

長就任 
当社取締役就任(現任) 
株式会社フィット・ワン・ホール

ディング 代表取締役就任(現任) 

250

常勤監査役   石 井 賢 一 昭和35年７月21日

昭和57年９月

昭和59年６月 
  

平成２年９月 
平成12年８月 

  
平成16年10月 
平成18年３月 

星会計事務所入所

株式会社ゼネラルアソシエート入

社 
新生飼料株式会社入社 
株式会社モスインスティテュート

入社 
同社取締役就任 
当社監査役就任(現任) 

10
(10)

監査役   大 澤 昭 人 昭和36年６月27日

平成元年８月

平成12年４月 
平成12年９月 
平成17年６月 

宮木康之税理士事務所入所 
税理士登録 
大澤昭人税理士事務所開設 
当社監査役就任(現任) 

11
(6)

監査役   中 山 かつお 昭和40年５月９日

平成３年10月

  
平成４年３月 
平成15年６月 

  
平成15年11月 

  
平成17年６月 

太田昭和監査法人(現新日本監査

法人)入所 
公認会計士登録 
株式会社アイティフォー監査役就

任(現任) 
株式会社綜合臨床薬理研究所監査

役就任(現任) 
当社監査役就任(現任) 

11
(6)

計 4,644
(583)



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

事業環境の変化が極めて速いインターネット関連業界においては、正確な情報の把握と状況の分析に基づく迅速

な経営判断が不可欠であると考えております。その一方で経営の透明性及び健全性を確保するための経営管理体制

の構築が重要であると考えております。 

このため、株主総会、取締役会の運営や監査法人による監査、監査役や内部監査による業務・会計監査の改善・

整備を行い、コーポレート・ガバナンスの充実を図る所存であります。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の機関の内容 

イ．取締役会 

当社の取締役会は取締役5名で構成され、月１回の定例取締役会の開催に加えて、必要の都度臨時取締役会を

開催しております。取締役会には取締役及び監査役が出席し、法令で定められた事項及び取締役会規程等に定

められた重要事項の意思決定を行うとともに、業務執行状況の監視・監督を行っております。 

ロ．監査役 

当社は監査役制度を採用しており、当社の監査役は3名であり、全員が会社法に定める社外監査役の要件を満

たしております。また、監査役3名によって毎月１回以上の監査役協議会を開催しております。監査役は取締役

会に出席するとともに、取締役の業務執行に関する監視を行い、監査法人や内部監査との連携などの施策によ

り、監査機能の充実を図っております。 

② 内部統制及びリスク管理体制の整備状況 

イ．内部監査 

当社の内部監査は、社長直轄の社長室(社員２名)が主管となり、全部署を対象として定期的な監査を行って

いるほか、監査結果に基づいた改善状況のフォローアップ監査を実施しております。監査内容は、法令、社内

諸規程やルールの遵守状況を調査するとともに、会社の財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、法令違

反や不正等を未然に防止するとともに、経営の合理化及び効率化に寄与することにより、会社の健全な発展を

図ることを目的としております。 

ロ．リスク管理体制 

当社のリスク管理体制といたしましては、法務においては日本及びアメリカ合衆国の弁護士事務所と顧問契

約を締結し、契約内容のチェックを受けるとともに、必要に応じてアドバイスを受けております。 

また、代表取締役をはじめ取締役や各事業部長等が法令遵守や社内諸規程遵守、個人情報保護、インサイダ

ー取引規制などが会社の健全な発展には重要であるという認識のもとに、従業員に対する意識向上を図るとと

もに、監査役監査や内部監査による監視・調査を行う体制となっております。 

  



(3) 役員報酬 

当期の当社取締役及び監査役に対する役員報酬は、以下のとおりであります。 

  

(4) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的、資本的関係又は取引関係その他利害関係 

当社と社外取締役、社外監査役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任している会社との人的関係、資本的

関係、取引関係等は以下のとおりであります。 

  

  

(5) 会計監査の状況及び報酬等の額 

当社は貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類の監査をあずさ監査法人に依頼しておりますが、

同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。 

① 当社の監査業務を執行した監査法人については以下のとおりであります。 

※関与継続年数については、７年以内であるため、記載を省略しております。 

② 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士3名、会計士補4名、計7名 

③ 監査報酬の内容 

取締役に支払った報酬 38,150千円 (うち社外取締役   －千円) 

監査役に支払った報酬 4,510千円 
(すべて社外監査役に対するもの

であります。) 

計 42,660千円   

社外取締役の氏名 資本的関係 

加 山 幸 浩 当社株式250株を保有(持株比率2.80％) 

社外監査役の氏名 資本的関係 

石 井 賢 一 当社新株予約権10個(当社株式10株分)を保有 

大 澤 昭 人 
当社株式5株を保有(持株比率0.06％) 

当社新株予約権6個(当社株式6株分)を保有 

中 山 かつお 
当社株式5株を保有(持株比率0.06％) 

当社新株予約権6個(当社株式6株分)を保有 

公認会計士の氏名 所属する監査法人 

柏 嵜 周 弘 
あずさ監査法人 

宮   直 仁 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬      8,000千円 

株 式 公 開 支 援 業 務 に 係 る 報 酬

       

900千円 

             計 8,900千円 



(6) 内部監査、監査役監査及び監査法人による監査との相互連携 

当社の内部監査、監査役監査、監査法人による監査の間では、情報の共有及び意見交換に努めており、三者それ

ぞれの独立性を保持しつつ、監査の有効性や効率性、監査精度の向上を図っております。 

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりとなります。 

  

 
  



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前事業年度(平成16年８月１日から平成17年７月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書きによ

り、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

また、前事業年度(平成16年８月１日から平成17年７月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成16年８月１日から平成17年７月31日まで)及び当

事業年度(平成17年８月１日から平成18年７月31日まで)の財務諸表について、あずさ監査法人の監査を受けておりま

す。 

なお、前事業年度に係る監査報告書は、平成18年９月６日に提出した有価証券届出書に添付されたものを利用して

おります。 

  

３ 連結財務諸表について 

前事業年度においては、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第

５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理

的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。また、当事業年度に

おいては、子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年７月31日) 
当事業年度 

(平成18年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

１ 現金及び預金     261,387     108,702   

２ 売掛金 ※１   108,451     251,552   

３ 商品     ―     36,000   

４ 仕掛品     1,386     15,550   

５ 貯蔵品     46     369   

６ 前渡金     2,730     6,526   

７ 前払費用     2,732     9,712   

８ 繰延税金資産     2,406     5,107   

９ その他     4,562     3,277   

貸倒引当金     △666     △1,436   

流動資産合計     383,037 71.5   435,362 56.3 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

(1) 建物   ―     4,380     

減価償却累計額   ― ―   601 3,778   

(2) 工具器具及び備品   6,421     7,986     

減価償却累計額   3,937 2,484   5,363 2,622   

有形固定資産合計     2,484 0.5   6,401 0.8 

２ 無形固定資産               

(1) 営業権     25,490     19,117   

(2) ソフトウェア     21,695     50,133   

(3) ソフトウェア仮勘定     37,745     184,297   

(4) その他     527     ―   

無形固定資産合計     85,459 15.9   253,548 32.8 

３ 投資その他の資産              

(1) 関係会社株式     50,424     50,424   

(2) 出資金     50     50   

(3) 長期前払費用     2,703     235   

(4) 敷金保証金     11,906     27,258   

投資その他の資産合計     65,084 12.1   77,968 10.1 

固定資産合計     153,028 28.5   337,918 43.7 

資産合計     536,065 100.0   773,280 100.0 

      



  

  

  
前事業年度

(平成17年７月31日) 
当事業年度 

(平成18年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

１ 買掛金     38,710     49,440   

２ 一年内返済予定の 
長期借入金 

    34,101     69,812   

３ 未払金     16,471     27,646   

４ 未払費用     12     ―   

５ 未払法人税等     2,016     57,273   

６ 未払消費税等     4,323     6,161   

７ 前受金     945     2,205   

８ 預り金     2,973     2,631   

流動負債合計     99,554 18.6   215,170 27.8 

Ⅱ 固定負債               

１ 長期借入金     73,632     113,862   

固定負債合計     73,632 13.7   113,862 14.7 

負債合計     173,186 32.3   329,032 42.5 

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※２   202,350 37.8   ― ― 

Ⅱ 資本剰余金               

１ 資本準備金     144,300     ―   

資本剰余金合計     144,300 26.9   ― ― 

Ⅲ 利益剰余金               

１ 当期未処分利益     16,229     ―   

利益剰余金合計     16,229 3.0   ― ― 

資本合計     362,879 67.7   ― ― 

負債及び資本合計     536,065 100.0   ― ― 

      



  
  

前事業年度
(平成17年７月31日) 

当事業年度 
(平成18年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)             

Ⅰ 株主資本             

１ 資本金   ― ―   215,375 27.9 

２ 資本剰余金             

資本準備金   ―     145,075   

資本剰余金合計   ― ―   145,075 18.8 

３ 利益剰余金             

その他利益剰余金             

繰越利益剰余金   ―     83,797   

利益剰余金合計   ― ―   83,797 10.8 

株主資本合計   ― ―   444,247 57.5 

純資産合計   ― ―   444,247 57.5 

負債純資産合計   ― ―   773,280 100.0 

      



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     425,019 100.0   888,268 100.0 

Ⅱ 売上原価               

当期製品製造原価     233,858 55.0   419,552 47.2 

売上総利益     191,160 45.0   468,715 52.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   175,877 41.4   330,541 37.2 

営業利益     15,283 3.6   138,173 15.6 

Ⅳ 営業外収益               

１ 受取利息   1,808     1     

２ 助成金収入   16,382     2,805     

３ その他   541 18,733 4.4 6 2,813 0.3 

Ⅴ 営業外費用               

１ 支払利息   2,882     2,402     

２ 社債利息   410     ―     

３ 新株発行費   3,469     1,586     

４ 支払手数料   ―     7,464     

５ その他   475 7,237 1.7 12 11,465 1.3 

経常利益     26,779 6.3   129,521 14.6 

Ⅵ 特別利益               

１ 貸倒引当金戻入益   65     ―     

２ 関係会社株式受贈益 ※２ 8,000 8,065 1.9 ― ― ― 

Ⅶ 特別損失               

１ 関係会社整理損 ※３ 697     ―     

２ 本社移転費用   ― 697 0.2 9,150 9,150 1.0 

税引前当期純利益     34,147 8.0   120,370 13.6 

法人税、住民税 
及び事業税 

  444     55,502     

法人税等調整額  17,952 18,397 4.3 △2,701 52,801 6.0 

当期純利益    15,750 3.7   67,568 7.6 

前期繰越利益    478     ―   

当期未処分利益    16,229     ―   

     



製造原価明細書 

  

  

(注) ※ 主な内訳は次のとおりであります。 

  

  

（原価計算の方法） 

個別原価計算によっております。 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 外注加工費   148,588 63.6 306,649 70.7 

Ⅱ 労務費   59,325 25.4 60,951 14.1 

Ⅲ 経費 ※ 25,885 11.0 66,116 15.2 

当期総製造費用   233,800 100.0 433,717 100.0 

期首仕掛品たな卸高   1,443   1,386   

   合計   235,244   435,103   

期末仕掛品たな卸高   1,386   15,550   

当期製品製造原価   233,858   419,552   

     

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

地代家賃 7,199千円

旅費交通費 5,059千円

通信費 3,836千円

共益費 2,396千円

減価償却費 1,683千円

地代家賃 7,654千円

リース料 4,706千円

通信費 3,238千円

旅費交通費 3,148千円

減価償却費 710千円



③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

  

  

  

  

株主資本 

資本金 
資本剰余金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成17年７月31日残高(千円) 202,350 144,300 144,300 

事業年度中の変動額       

 新株の発行 13,025 775 775 

事業年度中の変動額合計(千円) 13,025 775 775 

平成18年７月31日残高(千円) 215,375 145,075 145,075 

  

株主資本 

純資産合計 
利益剰余金 

株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

平成17年７月31日残高(千円) 16,229 16,229 362,879 362,879 

事業年度中の変動額         

新株の発行     13,800 13,800 

当期純利益 67,568 67,568 67,568 67,568 

事業年度中の変動額合計(千円) 67,568 67,568 81,368 81,368 

平成18年７月31日残高(千円) 83,797 83,797 444,247 444,247 



④ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前事業年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

１ 税引前当期純利益   34,147 120,370 

２ 減価償却費   4,889 20,983 

３ 営業権償却   6,372 6,372 

４ 貸倒引当金の増減額（△は減少）   △65 769 

５ 受取利息及び受取配当金   △1,808 △1 

６ 支払利息及び社債利息   3,293 2,402 

７ 新株発行費   3,469 1,586 

８ 関係会社株式受贈益   △8,000 ― 

９ 本社移転費用    ― 9,150 

10 売上債権の増加額   △76,891 △143,101 

11 たな卸資産の増減額（△は増加）   11 △50,487 

12 その他資産の増減額（△は増加）   △9,606 247 

13 仕入債務の増加額   35,606 10,730 

14 未払金の増減額（△は減少）   1,576 △253 

15 その他負債の増加額   4,688 2,875 

16 その他   ― 12 

小計   △2,317 △18,342 

17 利息及び配当金の受取額   1,808 1 

18 利息の支払額   △3,405 △2,601 

19 本社移転費用の支払額   ― △4,326 

20 法人税等の支払額   △896 △365 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △4,810 △25,635 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

１ 有形固定資産の取得による支出   △2,041 △6,194 

２ 無形固定資産の取得による支出   △60,127 △181,751 

３ 関係会社株式の取得による支出   △5,550 ― 

４ 貸付けによる支出   △42,399 ― 

５ 貸付金の回収による収入   39,554 ― 

６ 敷金保証金の差入による支出   △5,400 △27,258 

７ その他   △50 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △76,014 △215,204 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

１ 長期借入れによる収入   83,000 190,000 

２ 長期借入金の返済による支出   △51,004 △114,059 

３ 社債の償還による支出   △28,800 ― 

４ 株式の発行による収入   289,680 12,213 

財務活動によるキャッシュ・フロー   292,876 88,154 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）   212,052 △152,685 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   34,780 261,387 

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額   14,555 ― 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 261,387 108,702 
   



⑤ 【利益処分計算書】 
  

  

    (注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

    
前事業年度

(平成17年10月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益     16,229 

Ⅱ 利益処分額     ― 

Ⅲ 次期繰越利益     16,229 

      



重要な会計方針 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

  

関連会社株式 

同  左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) ―――― 

  

  

(2) 仕掛品 

  個別法による原価法によっており

ます。 

(3) 貯蔵品 

  最終仕入原価法によっておりま

す。 

  

(1) 商品 

先入先出法による原価法によって

おります。 

(2) 仕掛品 

  同  左 

  

(3) 貯蔵品 

同  左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  工具器具及び備品 ４～５年 

  ただし、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。 

  

(2) 無形固定資産 

 ① 営業権 

５年均等償却を行っておりま

す。 

② 市場販売目的のソフトウェア 

   見込販売数量に基づく償却額と

残存有効期間(３年以内)に基づく

均等配分額とを比較し、いずれか

大きい額を償却する方法によって

おります。 

  

③ 自社利用のソフトウェア 

社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。 

  

(3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

  

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物     10年 

工具器具及び備品 ２～４年 

ただし、取得価額10万円以上20万

円未満の少額減価償却資産について

は、３年間均等償却によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

 ① 営業権 

同  左 

  

 ② 市場販売目的のソフトウェア 

同  左 

  

  

  

  

  

③ 自社利用のソフトウェア 

同  左 

  

  

  

(3) 長期前払費用 

  同  左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支払時に全額費用として処理してお

ります。 

新株発行費 

 同  左 



  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

５ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

  

 貸倒引当金 

同  左 

  

  

  

  

  

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

  

同  左 

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。 

  

同  左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同  左 



  

(会計処理の変更) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

――――― 
（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

   当事業年度から 「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」 (企業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準第5号) 及び 「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」 (企業会計基

準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第

8号) を適用しております。 

   これによる損益に与える影響はありません。 

  従来の 「資本の部」 の合計に相当する金額は444,247千

円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の 「純資産の部」 については、改正後の財

務諸表等規則により作成しております。 

――――― （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

   当事業年度から、改正後の 「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」 (企業会計基準委員会 最

終改正平成17年12月27日 企業会計基準第1号) 及び 

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の

適用指針」 (企業会計基準委員会 最終改正平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第2号)を適用しておりま

す。 

これによる損益に与える影響はありません。 



(表示方法の変更) 

  

  

  

(追加情報) 

  

  

次へ 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「新株発行費」(前事業年度154千

円)については、営業外費用の100分の10超となったた

め、当事業年度より区分掲記しております。 

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて

表示しておりました「支払手数料」(前事業年度438千

円)については、営業外費用の100分の10超となったた

め、当事業年度より区分掲記しております。 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委

員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が1,693千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ1,693千円減少しております。 

――――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

次へ 

前事業年度 
(平成17年７月31日) 

当事業年度
(平成18年７月31日) 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

主なものは、次のとおりであります。 

売掛金 6,863千円

※１        ――――― 

※２ 会社が発行する株式 普通株式 20,000株

   発行済株式総数 普通株式 7,686株

※２        ――――― 



(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

 (1) 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

はおよそ７％であり、一般管理費に属する費用はお

よそ93％であります。 

   なお、主な費目と金額については次のとおりであ

ります。 

役員報酬 33,528千円

研究開発費 741千円

給料手当 34,927千円

支払手数料 32,738千円

採用教育費 12,271千円

支払報酬 9,560千円

減価償却費 2,428千円

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

 (1) 販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用

はおよそ９％であり、一般管理費に属する費用はお

よそ91％であります。 

   なお、主な費目と金額については次のとおりであ

ります。 

役員報酬 42,660千円

研究開発費 19,287千円

給料手当 94,803千円

支払手数料 30,314千円

採用教育費 29,807千円

減価償却費 19,395千円

   

 (2) 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、741千円であります。 

 (2) 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、19,287千円であります。 

  

※２ 関係会社株式受贈益は、株式会社ニューロンの株

主より、同社株式を受贈したものであります。 

  

※２       ――――― 

※３ 関係会社整理損は、株式会社アジアジーンの清算

に伴うものであります。 

  

※３       ――――― 



(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  
(注) 普通株式の当期増加株式数1,235株は、新株予約権の権利行使による新株発行1,235株であります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末 

発行済株式         

普通株式(注) 7,686株 1,235株 －株 8,921株 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当事業年

度末残高 

（千円） 前事業 

年度末 

当事業年度 

増加 

当事業年度 

減少 

当事業 

年度末 

提出会社 

平成16年６月16日付

与の新株予約権Ａ種

（注１） 

普通株式 545 ― 25 520 ― 

平成16年６月16日付

与の新株予約権Ｂ種

（注２） 

普通株式 1,460 ― 1,460 ― ― 

平成17年６月14日付

与の新株予約権（注

３） 

普通株式 125 ― 25 100 ― 

平成17年６月30日付

与の新株予約権（注

４） 

普通株式 336 ― 76 260 ― 

平成17年11月28日付

与の新株予約権（注

５） 

普通株式 ― 79 ― 79 ― 

平成17年12月29日付

与の新株予約権Ａ種

（注６） 

普通株式 ― 191 ― 191 ― 

平成17年12月29日付

与の新株予約権Ｂ種

（注７） 

普通株式 ― 10 10 ― ― 

平成18年５月29日付

与の新株予約権（注

８） 

普通株式 ― 109 ― 109 ― 

平成18年３月16日付

与の新株予約権（注

９） 

普通株式 ― 10 ― 10 ― 

平成18年５月29日付

与の新株予約権（注

普通株式 ― 10 ― 10 ― 



（注）１ 平成16年６月16日付与の新株予約権Ａ種の当事業年度減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

   ２ 平成16年６月16日付与の新株予約権Ｂ種の当事業年度減少1,460株のうち、1,225株は新株予約権の行使によるものであ

り、235株は新株予約権の消却によるものであります。 

   ３ 平成17年６月14日付与の新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

   ４ 平成17年６月30日付与の新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

   ５ 平成17年11月28日付与の新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

   ６ 平成17年12月29日付与の新株予約権Ａ種の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

   ７ 平成17年12月29日付与の新株予約権Ｂ種の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであり、当事業年度減少は新

株予約権の行使によるものであります。 

   ８ 平成18年５月29日付与の新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

   ９ 平成18年３月16日付与の新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

   10 平成18年５月29日付与の新株予約権の当事業年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

  

３ 配当に関する事項 

    当社は配当を行っておりませんので、該当事項はありません。 

10） 

合計   2,466 409 1,596 1,279 ― 



(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前へ   次へ 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

  

現金及び預金 261,387千円

現金及び現金同等物 261,387千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

  

  

現金及び預金 108,702千円

現金及び現金同等物 108,702千円

２  重要な非資金取引の内容 

  

  (1) 合併 

    当事業年度に合併した㈱ニューロンより引き継

いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであり

ます。 

  

  

合併により引き継いだ資産・負債 

流動資産 36,910千円

固定資産 308千円

  資産合計 37,218千円

   

流動負債 172千円

固定負債 ―千円

  負債合計 172千円

２          ――――― 

  (2) 関係会社短期貸付金の現物出資により、関係会

社株式25,900千円を取得しております。 

  

  

  (3) 従業員長期貸付金の代位弁済により、関係会社

株式50,424千円を取得しております。 

  



(リース取引関係) 

  

  

前へ   次へ 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 (借主側) 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 (借主側) 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具 
及び備品 

9,262 2,178 7,083

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却累
計額相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具
及び備品 

7,004 1,934 5,070 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 2,914千円

１年超 5,428千円

合計 8,342千円

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 959千円

１年超 720千円

合計 1,679千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

  

支払リース料 1,168千円

減価償却費相当額 2,178千円

支払利息相当額 248千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 4,349千円

減価償却費相当額 3,794千円

支払利息相当額 717千円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。 

  

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

    同  左 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法 

    同  左 



(有価証券関係) 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(退職給付関係) 

前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

当社は退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

当社は退職給付制度を採用していないため、該当事項はありません。 

  

前へ   次へ 

区分 

前事業年度
(平成17年７月31日) 

当事業年度 
(平成18年７月31日) 

貸借対照表計上額
(千円) 

貸借対照表計上額 
（千円） 

子会社株式及び関連会社株式     

 関連会社株式 50,424 50,424 



(税効果会計関係) 

  

  

前へ   次へ 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （繰延税金資産） 

繰越欠損金 2,135千円

その他 271千円

繰延税金資産合計 2,406千円

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 （繰延税金資産） 

未払事業税否認 4,523千円

その他 584千円

繰延税金資産合計 5,107千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.7％

（調整）  

適格合併による営業権償却 7.6％

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
3.7％

住民税均等割 0.9％

その他 1.0％

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
53.9％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

  

法定実効税率 40.7％

（調整）  

交際費等永久に損金に 

算入されない項目 
1.4％

住民税均等割 0.4％

その他 1.4％

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
43.9％



(ストック・オプション等関係) 

当事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 
  

(注) 1 平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月1日をもって1株を5株に分割する株式分割を行っており、その
影響を調整しております。 

   2 本新株予約権は平成16年6月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的となる株式の数の
上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成16年6月16日開催の取締役会において、新株予約権の数192個、新株
予約権の目的となる株式の数192株の発行を決議いたしました。 

        なお、退職等の理由により権利を放棄した者の目的となる株式の数を減じております。 
     3 株式数に換算して記載しております。 

  

(注) 1 平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月1日をもって1株を5株に分割する株式分割を行っており、その
影響を調整しております。 

2 本新株予約権は平成16年6月16日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を217個、新株予約権の目的となる株式の数の
上限を217株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年6月14日開催の取締役会において、新株予約権の数25個、(注)
１の株式分割の影響を調整した新株予約権の目的となる株式の数125株の発行を決議いたしました。この発行により、授権さ
れた217個すべてを発行することとなりました。  

  なお、退職等の理由により権利を放棄した者の目的となる株式の数を減じております。   
3 株式数に換算して記載しております。 

  

  

  

  

  

  

  

決議年月日 平成16年6月16日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役  2名 
当社の従業員  9名 

株式の種類及び付与数  普通株式  520株 (注) 1、2、3 

付与日 平成16年6月16日 

権利確定条件 
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位に
あることを要す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成18年6月17日から平成26年6月16日まで 

決議年月日 平成16年6月16日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役  1名 
当社の従業員  6名 

株式の種類及び付与数 普通株式  100株 (注) 1、2、3 

付与日 平成17年6月14日 

権利確定条件 
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位に
あることを要す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成18年6月17日から平成26年6月16日まで 

決議年月日 平成17年6月30日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役  1名 
当社の監査役  2名 
当社の従業員  9名 

株式の種類及び付与数 普通株式 260株 (注) 1、2 

付与日 平成17年6月30日 



(注) 1  本新株予約権は平成17年6月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的となる株式の数
の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年6月30日開催の取締役会において、新株予約権の数336個、
新株予約権の目的となる株式の数336株の発行を決議いたしました。 

     なお、退職等の理由により権利を放棄した者の目的となる株式の数を減じております。 
2 株式数に換算して記載しております。 

  

(注) 1 本新株予約権は平成17年6月30日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を415個、新株予約権の目的となる株式の数
の上限を415株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年11月28日開催の取締役会において、新株予約権の数79個、
新株予約権の目的となる株式の数79株の発行を決議いたしました。この発行により、授権されていた415個すべてを発行す
ることになりました。 

2 株式数に換算して記載しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(注) 1 本新株予約権は平成17年12月29日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を300個、新株予約権の目的となる株式の数
の上限を300株として発行の決議を受け、これに基づき平成17年12月29日開催の取締役会において、新株予約権の数191
個、新株予約権の目的となる株式の数191株の発行を決議いたしました。  

2 株式数に換算して記載しております。 

権利確定条件 
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを要
す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成19年7月1日から平成27年6月30日まで 

決議年月日 平成17年6月30日 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 3名 

株式の種類及び付与数 普通株式  79株 (注) 1、2 

付与日 平成17年11月28日 

権利確定条件 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを要
す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成19年7月1日から平成27年6月30日まで 

決議年月日 平成17年12月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 3名 

株式の種類及び付与数 普通株式 191株 (注) 1、2 

付与日 平成17年12月29日 

権利確定条件 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位に
あることを要す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成19年12月30日から平成27年12月29日まで 



  

(注) 1 本新株予約権は平成17年12月29日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を300個、新株予約権の目的となる株式の数
の上限を300株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年5月29日開催の取締役会において、新株予約権の数109個、
新株予約権の目的となる株式の数109株の発行を決議いたしました。この発行により、授権されていた300個すべてを発行
することになりました。 

2 株式数に換算して記載しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(注) 1  本新株予約権は平成18年3月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的となる株式の数の
上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年3月16日開催の取締役会において、新株予約権の数10個、新株
予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。 

2 株式数に換算して記載しております。 

  

決議年月日 平成17年12月29日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役  1名 
当社の従業員 15名 

株式の種類及び付与数 普通株式 109株 (注) 1、2 

付与日 平成18年5月29日 

権利確定条件 
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の取締役若しくは従業員の地位に
あることを要す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成19年12月30日から平成27年12月29日まで 

決議年月日 平成18年3月13日 

付与対象者の区分及び人数 当社の監査役 1名 

株式の種類及び付与数 普通株式 10株 (注) 1、2 

付与日 平成18年3月16日 

権利確定条件 
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを要
す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成20年3月14日から平成28年3月13日まで 

決議年月日 平成18年3月13日 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 3名 

株式の種類及び付与数 普通株式 10株 (注) 1、2 



(注) 1 本新株予約権は平成18年3月13日開催の臨時株主総会で新株予約権の数の上限を20個、新株予約権の目的 

となる株式の数の上限を20株として発行の決議を受け、これに基づき平成18年5月29日開催の取締役会に 

おいて、新株予約権の数10個、新株予約権の目的となる株式の数10株の発行を決議いたしました。 
この発行により、授権されていた20個すべてを発行することになりました。  

2 株式数に換算して記載しております。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  当事業年度末において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

  ①ストック・オプションの数 

  

付与日 平成18年5月29日 

権利確定条件 
新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、
当社又は当社の子会社の役職員の地位にあることを要
す。 

対象勤務期間 定めておりません。 

権利行使期間 平成20年3月14日から平成28年3月13日まで 

決議日 平成16年6月16日 

権利確定前     (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後      (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 
 権利行使 
 失効 
未行使残      (株) 

  
545 
― 
25 
520 
― 
  
― 
520 
― 
― 
520 

決議日 平成16年6月16日 

権利確定前      (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後      (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 

  
125 
― 
25 
100 
― 
  
― 
100 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 権利行使 
 失効 
未行使残        (株) 

― 
― 
100 

決議日 平成17年6月30日 

権利確定前     (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後     (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 
 権利行使 
 失効 
未行使残       (株) 

  
336 
― 
76 
― 
260 
  
― 
― 
― 
― 
― 

決議日 平成17年6月30日 

権利確定前     (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後     (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 
 権利行使 
 失効 
未行使残       (株) 

  
― 
79 
― 
― 
79 
  
― 
― 
― 
― 
― 

決議日 平成17年12月29日 

権利確定前      (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後     (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 
 権利行使 
 失効 
未行使残         (株) 

  
― 
191 
― 
― 
191 
  
― 
― 
― 
― 
― 

決議日 平成17年12月29日 

権利確定前     (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後       (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 

  
― 
109 
― 
― 
109 
  
― 
― 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

②単価情報 

(注)  平成16年11月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月1日をもって1株を5株に分割する株式分割を行っており、その
影響を調整しております。 

  

  

 権利行使 
 失効 
未行使残        (株) 

― 
― 
― 

決議日 平成18年3月13日 

権利確定前     (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後     (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 
 権利行使 
 失効 
未行使残       (株) 

  
― 
10 
― 
― 
10 
  
― 
― 
― 
― 
― 

決議日 平成18年3月13日 

権利確定前      (株) 
 前事業年度末 
 付与 
 失効 
 権利確定 
 未確定残 
権利確定後     (株) 
 前事業年度末 
 権利確定 
 権利行使 
 失効 
未行使残        (株) 

  
― 
10 
― 
― 
10 
  
― 
― 
― 
― 
― 

決議日 平成16年6月16日 

権利行使価格（円） 10,000(注) 

行使時平均株価（円） ― 

決議日 平成17年6月30日 

権利行使価格（円） 155,000 

行使時平均株価（円） ― 

決議日 平成17年12月29日 

権利行使価格（円） 155,000 

行使時平均株価（円） ― 



  

  

決議日 平成18年3月13日 

権利行使価格（円） 155,000 

行使時平均株価（円） ― 



(持分法損益等) 

  

前へ     

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略してお

ります。 

関連会社に対する投資の金額 50,424千円

持分法を適用した場合の投資の金額 115,106千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 64,681千円



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) リース契約に対して、当社代表取締役社長田中祐介より連帯保証を受けております。 

なお、当該連帯保証に対して保証料の支払は行っておりません。取引金額は、期末リース債務残高を記載しておりま

す。 

(2) 建物の賃貸借契約に対して、当社代表取締役社長田中祐介より連帯保証を受けております。 

なお、当該連帯保証に対して保証料の支払は行っておりません。取引金額は、年間の賃借料を記載しております。 

(3) 銀行借入に対して、当社代表取締社長役田中祐介、当社代表取締役社長の二親等内の血族田中伸夫より連帯保証を受け

ております。 

なお、当該連帯保証に対して保証料の支払は行っておりません。取引金額は、期末の借入残高を記載しております。 

(4) 税務相談等に対して、当社監査役佐久間裕幸が代表である佐久間税務会計事務所に顧問料を支払っております。 

３ 陳昶は平成16年10月27日付で当社取締役に就任しており、関連当事者に該当し、平成17年７月15日付で取締役を辞任して

おりますので、それ以降は関連当事者には該当しておりません。なお、取引金額については関連当事者であった期間の取

引を、期末残高については関連当事者でなくなった時点での残高を、記載しております。 

４ 佐久間裕幸は平成17年６月30日付で当社監査役を辞任しており、陳昶は平成17年７月15日付で当社取締役を辞任しており

ます。 

５ 黒田和道は平成15年２月１日付けで当社代表取締役社長を辞任し、平成16年10月27日付けで当社取締役を辞任しておりま

す。 

  

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 田中 祐介 ― ―
当社 
代表取締役
社長 

(被所有)
直接 36.3 ― ―

リース契約
に対する連
帯保証 

22,745 ― ―

賃貸借契約
に対する連
帯保証 

14,336 ― ―

銀行借入に
対する連帯
保証 

90,634 ― ―

役員及
びその
近親者 

田中 伸夫 ― ―

当社代表取
締役社長の
２親等内の
血族 

(被所有)
直接 6.5 ― ―

銀行借入に
対する連帯
保証 

12,900 ― ―

役員 陳 昶 ― ― 当社取締役 ― ― ―

資金の貸付 41,899 貸付金 
（注３） 89,979

貸付金利息 287 ― ―

役員 佐久間 裕幸 ― ― 当社監査役 ― ―
税務相談
等 

佐久間税務
会計事務所
への顧問料

1,660 ― ―



２ 子会社等 

  

(注) １ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 建物の賃貸借契約に対して、子会社である株式会社アジアジーンより連帯保証を受けております。 

なお、当該連帯保証に対して保証料の支払は行っておりません。取引金額は年間の賃借料を記載しております。 

(2) 業務の受託につきましては、当社と関係を有しない一般取引先と同様の条件によっております。 

また、資金の貸付につきましては、市場金利等を勘案して利率を決定しております。 

３ 株式会社ニューロンに対する貸付債権を現物出資したものであります。 

４ 株式会社アジアジーンにつきましては、平成17年６月29日をもって、会社清算結了したため、当社の関連当事者でなくな

りました。 

５ 株式会社ニューロンにつきましては、平成17年６月８日付の合併契約書により、平成17年７月28日付で当社と合併したた

め、当社の関連当事者でなくなりました。 

６ 飛拓无限信息技朮(北京)有限公司につきましては、直接の持分はないものの、実質的な影響を持っているため関連会社と

しております。 

  

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

子会社 ㈱アジアジー 
ン 

東京都
渋谷区 10,000

情報通信に
関する制作
物の開発・
輸出入・販
売 

― ―
役務の提

供 

当社賃貸借
契約に関す
る被保証 

14,336 ― ―

子会社 ㈱ニューロン 
神奈川 
県藤沢 
市 

15,500

情報ネット
ワークによ
る情報処理
並びに情報
提供業務 

― ―

役務の提

供及び営

業権の譲

受 

業務の受託 28,568 ― ―

合併(注５)      

譲受資産
合計 37,218 ― ―

譲受負債
合計 172 ― ―

第三者割当
増資(注３)

25,900 ― ―

貸付金利息 1,520 ― ―

その他
の関連
会社 

飛拓无限信息 
技朮（北京) 
有限公司 

中国 
北京市 10,000RMB

モバイルマ
ーケティン
グソリュー
ションの提
供 

― ―
役務の提
供 業務の受託 10,520 売掛金 6,863



当事業年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 役員及び個人主要株主等 

  

(注) １ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

     銀行借入に対して、当社代表取締役社長田中祐介より連帯保証を受けております。 

     当該連帯保証に対して保証料の支払は行っておりません。取引金額は、期末の借入残高を記載しております。 

     なお、当該取引については、平成18年8月25日に全て解消しております。 

  

  

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有) 
割合(％) 

関係内容 

取引の内容
取引金額
(千円) 科目 期末残高 

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員 田中祐介 ― ― 
当社 
代表取締役
社長 

(被所有)
直接38.9 ― ―

銀行借入
に対する連 
帯保証 

85,174 ― ― 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

１株当たり純資産額 47,213円 00銭 49,797円 97銭 

１株当たり当期純利益 2,680円 94銭 8,215円 02銭 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。 

  

 当社は平成16年12月１日付で株式

１株につき５株の株式分割を行って

おります。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の前事業年度

における１株当たり情報については

以下のとおりとなります。 

  

１株当たり純資産額 10,089円46銭 

１株当たり当期純利益  50円12銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権の

残高がありますが、当社株式は非上

場であり、期中平均株価が把握でき

ないため記載しておりません。 

項目
前事業年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

損益計算書上の当期純利益(千円) 15,750 67,568 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(千円) 15,750 67,568 

普通株式の期中平均株式数(株) 5,875 8,225 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

 新株予約権３種類(新

株予約権の目的となる株

式の数2,466株)。 

 これらの詳細は「第４

提出会社の状況 １ 株

式等の状況（2）新株予

約権等の状況」に記載の

とおりであります。 

 新株予約権４種類(新

株予約権の目的となる株

式の数1,279株)。 

 これらの詳細は「第４

提出会社の状況 １ 株

式等の状況（2）新株予

約権等の状況」に記載の

とおりであります。 



(重要な後発事象) 

  

  

  

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当事業年度
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

該当事項はありません。 
新株の発行 

（公募増資） 

 当社株式は、平成18年10月11日に株式会社名古屋証券

取引所セントレックス市場へ上場いたしました。上場に

当たり、平成18年９月６日及び平成18年９月19日開催の

当社取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決

議し、平成18年10月10日に払込が完了いたしました。 

 この結果、平成18年10月10日付で資本金は546,575千

円、発行済株式総数は10,721株となっております。 

１ 募集方法      一般募集 

            （ブックビルディング方式に 

            よる募集） 

２ 発行する株式の   普通株式    1,800株 

  種類及び数 

３ 発行価格      １株につき  400,000円 

   一般募集はこの価格にて行いました。 

４ 引受価額      １株につき  368,000円 

   この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式 

   払込金として受取った金額であります。 

   なお、発行価格と引受価額との差額総額は、引受 

   人の手取金となります。 

５ 発行価額      １株につき  297,500円 

            （資本組入額 184,000円） 

６ 発行価額の総額         535,500千円 

７ 払込金額の総額         662,400千円 

８ 資本組入額の総額        331,200千円 

９ 払込期日      平成18年10月10日 

10 配当起算日     平成18年８月１日 

11 資金の使途          製品開発、借入金返済への 

充当及び運転資金等 

  



⑥ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

  



【有形固定資産等明細表】 

  

(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

   ２ 当期減少額のうち工具器具及び備品の減少額250千円は、除却損失の計上額であります。 

   ３ 当期減少額のうちソフトウェア仮勘定の減少額46,629千円は、本勘定への振替額であります。 

  

資産の種類 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産               

建物 ― 4,380 ― 4,380 601 601 3,778 

 工具器具及び備品 6,421 1,814 250 7,986 5,363 1,663 2,622 

有形固定資産計 6,421 6,194 250 12,366 5,965 2,265 6,401 

無形固定資産               

 営業権 31,862 ― ― 31,862 12,745 6,372 19,117 

 ソフトウェア 27,035 46,629 2,758 70,906 20,772 18,190 50,133 

 ソフトウェア 
 仮勘定 

37,745 193,180 46,629 184,297 ― ― 184,297 

 その他 2,103 ― 2,103 ― ― 527 ― 

無形固定資産計 98,747 239,809 51,490 287,066 33,517 25,090 253,548 

長期前払費用 3,861 ― 3,415 446 210 412 235 

繰延資産 ― ― ― ― ― ― ― 

建物   本社附属設備 4,380千円

ソフトウェア   NAT Traversal SDK2.0開発 29,413千円

ソフトウェア   モバイルマスター モジュール追加 14,360千円



【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

  

  

【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 34,101 69,812 1.8 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

73,632 113,862 1.8 
平成20年３月25日～
平成21年６月30日 

合計 107,733 183,674 ― ― 

区分 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 69,970 43,892 ― ― 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 666 1,436 ― 666 1,436 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 現金及び預金 

  

  

ｂ 売掛金 

イ 相手先別内訳 

  

  

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

区分 金額(千円) 

現金 244 

預金   

普通預金 108,457 

合計 108,702 

相手先 金額(千円) 

Viacom International Japan㈱ 61,698 

スカイウェイブ㈱ 52,500 

㈱ワイ・ディ・シー 52,500 

㈱テクノフューチャー 31,500 

ＮＥＣリース㈱ 16,691 

その他 36,662 

計 251,552 

期首残高(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高(千円)
  
(Ｂ) 

当期回収高(千円)
  
(Ｃ) 

当期末残高(千円)
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

108,451 940,716 797,614 251,552 76.0 69.8 



ｃ 商品 
  

  

ｄ 仕掛品 
  

  

ｅ 貯蔵品 
  

  

ｆ 関係会社株式 
  

  

区分 金額(千円) 

販売用ライセンス 36,000 

計 36,000 

区分 金額(千円) 

受託開発ソフトウェア 15,550 

計 15,550 

品名 金額(千円) 

切手 43 

収入印紙 326 

計 369 

銘柄 金額(千円) 

（関連会社株式）   

MEDIAPRO TECHNOLOGY LIMITED 50,424 

計 50,424 



  

② 負債の部 

ａ 買掛金 

  

  

相手先 金額(千円) 

スカイウェイブ㈱ 13,233 

㈱カヤック 11,550 

㈱ＣＲＣソリューションズ 4,064 

㈱セルパン 2,820 

㈱ネットジーン 2,047 

その他 15,724 

計 49,440 



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) 当社は、平成18年10月27日開催の第７期定時株主総会の決議により、電子公告制度を採用いたします。今後の当社公告につ
きましては、当社のホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることがで
きない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 

  

決算期 ７月31日 

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内 

基準日 ７月31日 

株券の種類 １株券 10株券 100株券 

中間配当基準日 １月31日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 

  名義書換手数料 無 料 

  新券交付手数料 無 料 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 ― 

  株主名簿管理人 ― 

  取次所 ― 

  買取手数料 ― 

公告掲載方法 日本経済新聞 (注) 

株主に対する特典 な し 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

(1)  
  

有価証券届出書 
及びその添付書類 

(有償一般募集増資(ブックビルディン
グ方式による募集)) 

  
平成18年９月６日 
関東財務局長に提出。 

  
(2)  
  

  
有価証券届出書の 
訂正届出書 

  
上記(1)に係る訂正届出書であります。
  

  

  
平成18年９月20日及び 
平成18年９月29日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年９月５日

株式会社フラクタリスト 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社フラクタリストの平成16年８月１日から平成17年７月31日までの第６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社フラクタリストの平成17年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  宮     直  仁  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  柏  嵜  周  弘  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券届出書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年10月29日

株式会社フラクタリスト 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社フラクタリストの平成17年８月１日から平成18年７月31日までの第７期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社フラクタリストの平成18年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

あ ず さ 監 査 法 人 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  柏  嵜  周  弘  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  宮     直  仁  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してい

る。 
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